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2025年５月 

投資家の皆様へ 

PayPayアセットマネジメント株式会社 

 

 「PayPay投資信託インデックス アメリカ株式」 

の有価証券届出書の記載内容変更のお知らせ 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、「PayPay投資信託インデックス アメリカ株式」（以下、「ファンド」という場合がありま

す。）について、委託会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社が2025年９月末を目途に事業を

終了することを予定していることを受けて、ファンドの委託会社の変更、ファンドの名称の変更、ファ

ンドの主要投資対象の変更、ファンドの連動対象指数の変更、信託報酬率の変更、信託事務等の諸費用

の対象範囲の変更等に係る投資信託約款の変更を2025年８月12日を適用日として実施することが決定し

たため、また、ファンドの沿革を訂正するため、有価証券届出書の記載内容を以下の通り変更いたしま

したので、お知らせ申し上げます。 

敬具 

 

【訂正の内容】 
 
第一部【証券情報】 
（１２）【その他】 

原届出書「第一部 証券情報（１２）その他」につきまして、以下の内容が追加されます。 

＜追加＞ 

④ 投資信託約款の変更について 

当ファンドにつきましては、2025年４月１日現在の受益者の方を対象に、投資信託約款変更に

係る書面決議を2025年５月14日付で行ないました。その結果、議決権を行使することができる受

益者の方の議決権の３分の２以上の賛成を得たことにより、2025年８月12日を適用日として以下

の通り投資信託約款の変更を行なうこととなりましたので、お知らせいたします。 

なお、投資信託約款の変更適用日である2025年８月12日付をもって当ファンドの委託会社を

「PayPayアセットマネジメント株式会社」から「アセットマネジメントOne株式会社」へ変更す

ることとなりました。当ファンドの2025年８月12日以降の有価証券届出書の内容は同日を効力発

生日として「アセットマネジメントOne株式会社」より提出される有価証券届出書にてご確認く

ださい。 

投資信託約款の変更の内容及び変更理由 

（１）委託者の変更 

ファンドの委託者である弊社は2025年９月末を目途に事業を終了することを予定している

ため、委託者を「PayPayアセットマネジメント株式会社」から「アセットマネジメントOne

株式会社」（以下、「アセットマネジメントOne」といいます。）に変更し運用を継続する

ことが受益者の皆様の利益に資すると判断し、この度、投資信託約款を変更することとなり

ました。 

変更後に委託者となるアセットマネジメントOneの概要は以下の通りです。 

※2024年9月末現在 

● アセットマネジメントOneは、国内の個人投資家、金融機関や年金などの機関投資家を中心

とした幅広い投資家層向けに資金の運用を行なっている、わが国有数の運用会社のひとつで

す。 

所在地：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

資本金：20億円     従業員数：917名     運用資産残高：約70兆円 
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これに伴い、ファンド名称を「PayPay投資信託インデックス アメリカ株式」から「イン

デックスオープン・アメリカ株式」へ変更し、ファンドの委託者が行なう公告の方法も変更

いたします。 

 

（２）指数の変更 

委託者の変更とともに、ファンドの主要投資対象を「上場投資信託証券（ETF）」からア

セットマネジメントOneを委託者とする「Ｓ＆Ｐ ５００インデックス・マザーファンド」

（以下、「マザーファンド」といいます。）へ変更すること、及びファンドの連動対象指数

を「CRSP USトータル・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）」からマザー

ファンドの連動対象指数である「S&P 500®(配当込み、円換算ベース)」へ変更することとし

ており、これにより運用の効率化を目指してまいります。連動対象指数の変更については、

対象とする株式市場が米国である点は変更後も同様であり、新旧指数は過去のパフォーマン

スにおいても高い類似性を示していることから、受益者の皆様への影響は限定的なものと考

えております。 
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変更前後の指数 過去10年間の推移比較

（2015年2月末～2025年2月末）

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(変更前) S&P 500(変更後)

2025年２月末までの変化（年率） 過去１年間 過去３年間 過去５年間 過去10年間

 S&P 500(変更後) +17.6% +22.7% +24.4% +15.6%

 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(変更前) +16.7% +21.5% +23.5% +14.9%

月次収益率の相関係数＝0.996

相関係数とは２種類のデータの連動性の強さを表す指標で

「－１」から「１」までの値で表示されます。「１」に

近いほど正の相関、「－１」に近いほど負の相関があり、

「０」に近いほど相関がないことを意味します。

 
 （注）グラフは、変更前・変更後の各指数（円換算ベース）について、それぞれ2015年２月

末の数値を100として指数化したものです。上記は過去データを図表化したものであり、

将来の値動きを予想するものではありません。 

 

（３）経費に関する変更 

主要投資対象を「上場投資信託証券（ETF）」から「マザーファンド」に変更することに

より、これまで投資したETF内で発生していた信託報酬の実質的な負担（年0.03％程度）が

発生しなくなる一方で、マザーファンド運用に伴う業務にかかる費用が発生するため、信託

報酬率（年率）を現在の0.046％（税抜）から0.0852％（税抜）へ引き上げます。なお、現

状ファンドで負担することが可能となっている各種書類の印刷、作成等に伴う費用について

は委託者負担とすべく、関連する条項を削除する変更を行ないます。 

これらの変更は総合的に見てファンド全体の総経費率の抑制を図るものであり、受益者の

皆様の利益に資するものであると判断しております。また、投資対象が運用資産規模の大き

いマザーファンドに変更になることにより、投資対象証券の売買及び保有に伴う保管費用の

負担軽減も見込まれます。 
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（注） 上図は実質的な総経費率（年率）について信託約款変更前後の変化見込みの概略を表

したものであり、変更後の実際の数値はこれと異なる場合があります。 

（出所）変更前：運用管理費用（実績）・その他費用（第１期決算）については第１期運用報

告書（2024年４月15日決算）、同（直近半期）については基準価額算出・運用

報告書データ作成用システムによる仮決算（2024年10月15日）帳票 

変更後：その他費用（類似ファンド実績参考値）及び合計値についてはアセットマネ

ジメントOne「たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００」第２期運用報告書（2024年10

月15日決算） 

 

（４）その他の変更 

ファンドの取得・一部解約の申込みへの対応として、やむを得ない事情が発生した場合に、

一度販売会社で受け付けたファンドの取得・一部解約の申込みを委託者が取り消すことがで

きる旨を追加いたします。これは市場機能の停止など不測の事態が発生した際における受益

者間の公正を期すための対応となりますので、ご理解のほどお願い申し上げます。 
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具体的な変更内容については、以下の「投資信託約款の変更に係る新旧対照表」をご参照くだ

さい。 

 

 

投資信託約款の変更に係る新旧対照表 
（変更日：2025年５月19日 変更適用日：2025年８月12日） 

 

変更部分は、   （下線）で表示してあります。 

新 旧 

追加型証券投資信託 
インデックスオープン・アメリカ株式 

信託約款 

追加型証券投資信託 
PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 

信託約款 

運用の基本方針 
１．基本方針 
この投資信託は、S&P 500®(配当込み、円換算
ベース)（以下「ベンチマーク」といいま
す。）に連動する投資成果を目指して運用を行
ないます。 
 

運用の基本方針 
１．基本方針 
この投資信託は、CRSP USトータル・マーケッ
ト・インデックス（配当込み、円ベース）に概
ね連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。 
 

２．運用方法 
（１）投資対象 

Ｓ＆Ｐ ５００インデックス・マザーファン
ド（以下「マザーファンド」といいます。）
受益証券を主要投資対象とします。なお、株
式、上場投資信託証券等に直接投資する場合
があります。 

２．運用方法 
（１）投資対象 

主として、投資信託証券（金融商品取引法第
２条第１項第10号に規定する投資信託及び外
国投資信託の受益証券並びに同項第11号に規
定する投資証券及び外国投資証券をいい、こ
の投資信託においては、上場投資信託証券と
します。）に投資を行ないます。 

（２）投資態度 
①主として、マザーファンド受益証券への投
資を通じて、実質的に米国の金融商品取引
所に上場する株式に投資を行ない、ベンチ
マークに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。なお、株価指数先物取引を
利用する場合があります。 

（２）投資態度 
①米国の企業の株式を主要投資対象とする投
資信託証券への投資を通じて、実質的に米
国の企業の株式に投資を行ない、CRSP US
トータル・マーケット・インデックス（配
当込み、円ベース）に概ね連動する投資成
果を目指して運用を行ないます。なお、投
資信託証券への投資に代えて、株価指数先
物取引を利用する場合があります。 

（削 除） 
 

②運用実績等を勘案した上で投資信託証券の
選定等を行ないます。 

②マザーファンド受益証券の投資割合は、原
則として高位を保ちます。 

③米国の企業の株式を主要投資対象とする投
資信託証券の投資割合は、原則として高位
を保ちます。 

③実質外貨建資産については、原則として為
替ヘッジを行ないません。 

④外貨建資産（投資信託証券を通じて実質的
に組入れる外貨建資産を含みます。）につ
いては、原則として為替ヘッジを行ないま
せん。 

④市場動向、資金動向等によっては、上記の
ような運用ができない場合があります。 

⑤市場動向、資金動向等によっては、上記の
ような運用ができない場合があります。 

（３）投資制限 
①マザーファンド受益証券への投資割合に
は、制限を設けません。 

（３）投資制限 
（新 設） 

②株式への実質投資割合には、制限を設けま
せん。 

①株式への投資割合には、制限を設けませ
ん。 
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③投資信託証券（マザーファンド受益証券及
び上場投資信託証券を除きます。）への実
質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。 

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）への投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以下とします。 

④～⑤（省 略） ③～④（同 左） 
⑥外貨建資産への実質投資割合には、制限を
設けません。 

⑤外貨建資産への投資割合には、制限を設け
ません。 

⑦（省 略） ⑥（同 左） 

（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の
委託） 
第１条 この信託は、証券投資信託であり、ア
セットマネジメントOne株式会社を委託者と
し、みずほ信託銀行株式会社を受託者としま
す。 

（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の
委託） 
第１条 この信託は、証券投資信託であり、
PayPayアセットマネジメント株式会社を委託者
とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者としま
す。 

②～④（省 略） 
 

②～④（同 左） 
 

（受益権の申込単位および価額） 
第13条（省 略） 
②～④（省 略） 
⑤ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融
商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規
定する金融商品取引所および金融商品取引法第
２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市
場をいいます。以下、同じ。）等における取引
の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な
い事情があるときは、受益権の取得申込の受付
を中止することおよびすでに受付けた取得申込
の受付を取り消すことができます。 

 

（受益権の申込単位および価額） 
第13条（同 左） 
②～④（同 左） 
⑤ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融
商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規
定する金融商品取引所および金融商品取引法第
２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市
場をいいます。以下、同じ。）等における取引
の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な
い事情があるときは、受益権の取得申込の受付
を中止することができます。 

（有価証券および金融商品の指図範囲等） 
第17条 委託者は、信託金を、主として、アセッ
トマネジメントOne株式会社を委託者とし、み
ずほ信託銀行株式会社を受託者として締結され
たＳ＆Ｐ ５００インデックス・マザーファン
ド（以下「マザーファンド」といいます。）の
受益証券（以下「マザーファンド受益証券」と
いいます。）を含む次の有価証券（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。）に
投資することを指図することができます。 

（有価証券および金融商品の指図範囲等） 
第17条 委託者は、信託金を、主として次の有価
証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。）に投資することを指図すること
ができます。 

（省 略） 
②～③（省 略） 
④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券
（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証
券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取
引所において常時売却可能（市場急変等により
一時的に流動性が低下している場合を除きま
す。）な投資信託証券をいいます。）を除きま
す。以下、同じ。）の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計
額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超
えることとなる投資の指図をしません。 

（同 左） 
②～③（同 左） 
④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券
（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能
（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいい
ます。）を除きます。以下、同じ。）の時価総
額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超
えることとなる投資の指図をしません。 
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⑤ 前項において信託財産に属するとみなした額
とは、信託財産に属するマザーファンド受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の
純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。 

 

（新 設） 

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図） 
第33条 委託者は、信託財産に属するマザーファ
ンド受益証券に係る信託契約の一部解約の請求
および信託財産に属する有価証券の売却等の指
図ができます。 

（有価証券売却等の指図） 
第33条 委託者は、信託財産に属する有価証券の
売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 
第34条 委託者は、前条の規定による一部解約代
金および売却代金、有価証券に係る償還金等、
株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、
株式の配当金およびその他の収入金を再投資す
ることの指図ができます。 

 

（再投資の指図） 
第34条 委託者は、前条の規定による有価証券の
売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清
算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配
当金およびその他の収入金を再投資することの
指図ができます。 

 
（信託事務等の諸費用） 
第40条（省 略） 
② 前項に定める諸費用のほか、信託財産の財務
諸表の監査に要する費用（消費税等に相当する
額を含みます。）は、受益者の負担とし、信託
財産中から支弁します。 

 

（信託事務等の諸費用） 
第40条（同 左） 
② 前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用
（消費税等に相当する額を含みます。）は、受
益者の負担とし、信託財産中から支弁すること
ができます。 
１．有価証券届出書、変更届出書、目論見書、
有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書の
作成、印刷および提出に係る費用 

２．信託約款の作成、印刷および交付に係る費
用(これを監督官庁に提出する場合の提出費
用も含みます。) 

３．運用報告書の作成、印刷および交付に係る
費用(これを監督官庁に提出する場合の提出
費用も含みます。) 

４．この信託の受益者に対して行なう公告に係
る費用ならびに信託約款の変更または信託契
約の解約に係る事項を記載した書面の作成、
印刷および交付に係る費用 

５．信託財産に係る監査人、法律顧問および税
務顧問に対する報酬および費用 

（削 除） ③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信
託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託
財産から受けることができ、また、現に信託財
産のために支払った金額の支弁を受けることに
ついて、あらかじめ受領する金額に上限を付す
ることができます。この場合、委託者は、信託
財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期
的に見直すことができます。 

（削 除） ④ 前項に基づいて、実際に支払った金額の支弁
を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の
金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実
際の費用額にかかわらず、合理的な見積率によ
り計算した金額を諸費用とみなして、その支弁
を信託財産から受けることもできます。この場
合、委託者は、かかる見積率に上限を付するこ
ととし、その上限の範囲内で、かかる見積率を
何時にても見直すことができるものとします。 



－  － 
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③ 前項の諸費用は、第41条第２項に規定する信
託報酬の支弁と同一の時期に信託財産中から支
弁するものとします。 

⑤ 前項の場合において、第２項に定める諸費用
としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見
積率を乗じて得た額とし、第38条に規定する計
算期間を通じて毎日計上され、第41条第２項に
規定する信託報酬の支弁と同一の時期に信託財
産中から支弁するものとします。 

 
（信託報酬等の額および支弁の方法） 
第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額
は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、
信託財産の純資産総額に年10,000分の8.52の率
を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の
配分は別に定めます。 

（信託報酬等の額および支弁の方法） 
第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額
は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、
信託財産の純資産総額に年10,000分の4.6の率
を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の
配分は別に定めます。 

②～③（省 略） 
 

②～③（同 左） 
 

（信託契約の一部解約） 
第46条（省 略） 
②～④（省 略） 
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の
停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない
事情があるときは、第１項による一部解約請求
の受付を中止することおよびすでに受付けた一
部解約請求の受付を取り消すことができます。 

（信託契約の一部解約） 
第46条（同 左） 
②～④（同 左） 
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の
停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない
事情があるときは、第１項による一部解約請求
の受付を中止することができます。 

⑥（省 略） 
 

⑥（同 左） 
 

（公告） 
第57条 委託者が行なう公告は、電子公告の方法
により行ない、次のアドレスに掲載します。 
https://www.am-one.co.jp/ 

（公告） 
第57条 委託者が行なう公告は、電子公告の方法
により行ない、次のアドレスに掲載します。 
公 告 ア ド レ ス  https://www.paypay-

am.co.jp/notification/ 
② 前項の電子公告による公告をすることができ
ない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。 

② 前項の電子公告による公告をすることができ
ない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、官報に掲載します。 

 

第二部【ファンド情報】 
第１【ファンドの状況】 

１【ファンドの性格】 

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正し

ます。 

※下線部   は訂正部分を示します。 

 

（２）【ファンドの沿革】 

＜訂正前＞ 

2023年３月22日   信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 

＜訂正後＞ 

2023年３月22日   信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 

2025年８月12日   ファンドの委託会社の変更及び当該変更に係る所要の変更（予定） 

 



投資信託説明書
（請求目論見書）
2025年１月８日

◆本文書にかかる「PayPay投資信託インデックス アメリカ株式」の募集については、委託会社は、金融

商品取引法第５条の規定により、有価証券届出書を2024年７月12日に関東財務局長に提出しており、

2024年７月13日にその届出の効力が生じております。

本文書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づき作成され、投資者の請求により
交付される目論見書（請求目論見書）です。
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

発 行 者 名 PayPayアセットマネジメント株式会社

代 表 者 の 役 職 氏 名 代表取締役 明丸 大悟

本 店 の 所 在 の 場 所 東京都千代田区神田錦町一丁目１番地

有価証券届出書の写し
を縦覧に供する場所

該当事項はありません。

追加型投信／海外／株式／インデックス型



第一部【証券情報】
　

（１）【ファンドの名称】

PayPay投資信託インデックス アメリカ株式

以下、「アメリカ株式」または「当ファンド」という場合があります。

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託（契約型、委託者指図型）の受益権です。

当初の信託元本は、１万口当たり１万円です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業

者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下、「社振法」といいます。）の

規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及

び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機

関を含め、以下、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより

定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」

といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する

受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

 

（３）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

 

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。

※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）をそのと

きの受益権総口数で除した金額で、当ファンドにおいては、１万口当たりの価額で表示しま

す。基準価額は日々変動します。基準価額は、販売会社もしくは下記「照会先」にお問い合わ

せください。また、日本経済新聞にも掲載されます。

 

※当ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。

■ 照会先 ■

PayPayアセットマネジメント株式会社

照会ダイヤル：Tel 0120－580446

＜受付時間＞営業日の午前９時～午後５時

ホームページ［https://www.paypay-am.co.jp］
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（５）【申込手数料】

ありません。

 

（６）【申込単位】

申込単位は、販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせく

ださい。販売会社については、上記「（４）発行（売出）価格」に記載の照会先にお問い合わせく

ださい。

ただし、税引き後の収益分配金を再投資する場合は、１口以上１口単位となります。

 

（７）【申込期間】

2024年７月13日から2025年７月14日までとします。

なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新する予定で

す。

 

（８）【申込取扱場所】

当ファンドの受益権の申込取扱場所（販売会社）は、上記「（４）発行（売出）価格」に記載の

照会先にお問い合わせください。

 

（９）【払込期日】

取得申込代金のお支払期日については、販売会社にお問い合わせください。なお、各取得申込日

の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を

経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

 

（１０）【払込取扱場所】

払込取扱場所は、販売会社とします。販売会社については、上記「（４）発行（売出）価格」に

記載の照会先にお問い合わせください。

 

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構
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（１２）【その他】

①　申込み証拠金

該当事項はありません。

②　本邦以外の地域における発行

該当事項はありません。

③　振替受益権について

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われます。

当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事

項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
　

第１【ファンドの状況】
　

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①　ファンドの目的

この投資信託は、CRSP USトータル・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）に概

ね連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

②　信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加できるものとしま

す。また、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

③　ファンドの基本的性格

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類・

属性区分は以下の通りです。

商品分類

単位型投信・追加型投信 追加型投信

投資対象地域 海外

投資対象資産（収益の源泉） 株式

補足分類 インデックス型

属性区分

投資対象資産 その他資産（上場投資信託証券（株

式　一般））

決算頻度 年１回

投資対象地域 北米

為替ヘッジ 為替ヘッジなし

対象インデックス その他の指数（CRSP USトータル・

マーケット・インデックス（配当込

み、円ベース））

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記

載しております。

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

商品分類表の各項目の定義について

・「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信

託財産とともに運用されるファンドをいいます。

・「海外」とは、目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的

に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

・「株式」とは、目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的

に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

・「インデックス型」とは、目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果

を目指す旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表の各項目の定義について

・「その他資産（上場投資信託証券（株式　一般））」とは、目論見書又は投資信託約款におい

て、上場投資信託証券を通じて実質的に株式（大型株および中小型株属性にあてはまらない全

てのものをいいます。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。

・「年１回」とは、目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものを

いいます。

・「北米」とは、目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米の地域の

資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

・「為替ヘッジなし」とは、目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨

の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。

・「その他の指数（CRSP USトータル・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース））」

とは、日経225、ＴＯＰＩＸにあてはまらない全てのものをいいます（対象インデックスは

CRSP USトータル・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）となります。）。

※当ファンドの商品分類及び属性区分に該当しない定義につきましては、一般社団法人投資信託

協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

④　ファンドの特色

ａ．米国の株式を主要投資対象とし、CRSP USトータル・マーケット・インデックス（配当込

み、円ベース）に概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

◇米国の企業の株式への投資は、上場投資信託証券であるバンガード・トータルストックマー

ケット・ＥＴＦ（以下、「投資信託証券」という場合があります。）を通じて行ないます。

なお、投資信託証券への投資に代えて、株価指数先物取引を利用する場合があります。

※CRSP USトータル・マーケット・インデックスは、米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ全

てを対象とした株価指数です。

CRSP USトータル・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、CRSP USトータ

ル・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、わが国の対顧客電

信売買相場の仲値を用いて委託会社が円ベースに換算したものです。

※投資信託証券の選定等は、運用実績（インデックスのパフォーマンスの安定性や投資信託

証券のインデックスへの連動性等をいいます。以下、「ファンドの特色」において同

じ。）等を勘案した上で行ないます。なお、投資信託証券は、運用実績等を勘案し、委託

会社の判断により変更となる場合があります。

◇米国の企業の株式を主要投資対象とする投資信託証券の投資割合は、原則として高位を保ち

ます。

ｂ．外貨建資産（投資信託証券を通じて実質的に組入れる外貨建資産を含みます。）について

は、原則として為替ヘッジを行ないません。

 

※上記は2024年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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※当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じた

ときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす

水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には運用の基本方針にしたがって運用でき

ない場合があります。

 

●「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」について

CRSP®インデックスデータはThe Center for Research in Security Prices, LLC (CRSP®)

及び第三者のサプライヤーが独占的所有権を有しております。PayPayアセットマネジメン

ト株式会社はその使用に関する許諾を受けておりますが、当該インデックスデータに関す

る知的財産権はCRSP®が所有しライセンスされたものであり、今後も継続します。

CRSP®、シカゴ大学、シカゴ大学ブース・スクール・オブ・ビジネスは、当ファンドを提

供、推薦、販売、宣伝するものではなく、当ファンドへの投資の妥当性について何らの表

明を行うものではありません。

 

（２）【ファンドの沿革】

2023年３月22日　　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み

委託会社：PayPayアセットマネジメント株式会社

信託財産の運用指図等を行ないます。

 

受託会社：みずほ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）

信託財産の管理業務等を行ないます。

 

販売会社

当ファンドの募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金・償還金・

一部解約金の支払いの取扱い等を行ないます。

 

②　関係法人との契約等の概要

ａ．証券投資信託契約

委託会社と受託会社との間において締結しており、委託会社及び受託会社の業務、受益者の

権利、信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。

ｂ．受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約

委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行なう受益権の募集・販売等

の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、一部解約の取扱い等を規定しています。

 

③　委託会社等の概況（2024年11月末日現在）

ａ．資本金の額

資本金の額は金165百万円です。

ｂ．委託会社の沿革

平成16年５月12日　「株式会社フィスコアセットマネジメント」設立

平成16年８月４日　有価証券に係る投資顧問業の登録

平成19年１月30日　投資信託委託業の認可取得

平成20年５月20日　商号を「株式会社フィスコアセットマネジメント」から「ＴＡＫＭＡ

キャピタル株式会社」に変更

平成21年４月１日　商号を「ＴＡＫＭＡキャピタル株式会社」から「ＩＴＣインベストメン

ト・パートナーズ株式会社」に変更
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平成25年４月１日　商号を「ＩＴＣインベストメント・パートナーズ株式会社」から「アス

トマックス投信投資顧問株式会社」に変更

令和３年３月８日　商号を「アストマックス投信投資顧問株式会社」から「PayPayアセット

マネジメント株式会社」に変更

ｃ．大株主の状況

名称 住所 所有株式数※ 比率※

Zフィナンシャル株式会社 東京都千代田区紀尾井町１番３号 684,544株 92.1％

アセットマネジメントOne株式

会社
東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 58,925株 7.9％

※所有株式数、比率にはZフィナンシャル株式会社が所有するＡ種種類株式（491,682株）を含み

ます。当該Ａ種種類株式を除く普通株式の比率は、Zフィナンシャル株式会社76.6％、アセット

マネジメントOne株式会社23.4％となります。
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２【投資方針】

（１）【投資方針】

①投資対象

主として、投資信託証券（金融商品取引法第２条第１項第10号に規定する投資信託及び外国投

資信託の受益証券並びに同項第11号に規定する投資証券及び外国投資証券をいい、この投資信

託においては、上場投資信託証券とします。）に投資を行ないます。

②投資態度

・米国の企業の株式を主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国の企

業の株式に投資を行ない、CRSP USトータル・マーケット・インデックス（配当込み、円

ベース）に概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないます。なお、投資信託証券への投

資に代えて、株価指数先物取引を利用する場合があります。

・運用実績等を勘案した上で投資信託証券の選定等を行ないます。

・米国の企業の株式を主要投資対象とする投資信託証券の投資割合は、原則として高位を保ち

ます。

・外貨建資産（投資信託証券を通じて実質的に組入れる外貨建資産を含みます。）について

は、原則として為替ヘッジを行ないません。

・市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

※当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じ

たときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき、ならびに残存元本が運用に支障をき

たす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には運用の基本方針にしたがって運

用できない場合があります。

 

（２）【投資対象】

①　この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項に掲げるものをい

います。以下、同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信

託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）

ハ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。以下、同

じ。）

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により

有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することが

できます。

１．株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下、「分離型

新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい

ます。）
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７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６

号で定めるものをいいます。）

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの

をいいます。）

９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引

法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）

10．コマーシャル・ペーパー

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下、同

じ。）および新株予約権証券

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す

るもの

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも

のをいいます。）

14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定め

るものをいいます。）

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま

す。）

16．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）

17．外国法人が発行する譲渡性預金証書

18．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に限ります。）

19．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に表示されるべきもの

21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第１号の証

券または証書の性質を有するものを以下、「株式」といい、第２号から第６号までの証券なら

びに第14号の証券のうち投資法人債券および第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第

２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、第13号の証券およ

び第14号の証券（投資法人債券を除きます。）を以下、「投資信託証券」といいます。

③　委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取

引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に

より運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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（３）【運用体制】

◆委託会社では、投資運用方針の審議・決定機関である商品企画委員会の決定に則り、運用部門が

運用計画の策定、信託財産の運用の指図に関する事項を担当しています。運用部門は、常時ポー

トフォリオ運用のための投資環境分析を行なっています。

◆トレーディング部門は、運用部門の指図に基づいた発注および約定の確認等を行ないます。ト

レーディング部門は、運用部門が決定する投資内容がファンドの投資運用方針等に沿っているか

どうかの第一次チェックを行ない、必要に応じて速やかに是正措置を講じます。また、管理部門

においても日々運用状況のモニタリングを行なっており、運用委員会で承認された運用計画と投

資行動の整合性、法令および信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況等を確認します。

◆リーガル・コンプライアンス部門は、管理部門からのモニタリング結果の報告等を通して運用状

況の点検を行なうとともに、管理部門が行なうモニタリングの適切性等の確認を行なっていま

す。これらの結果は月次の運用委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等が行なわれま

す。

なお、リーガル・コンプライアンス部門は２名程度、商品企画委員会及び運用委員会は代表取締

役、運用部門責任者、リーガル・コンプライアンス部門責任者等４～10名程度で構成されていま

す。

◆委託会社では、受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合等を行なっていま

す。また、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の遂行状況等をモニターしていま

す。

◆委託会社では、ファンドの運用に関する社内規程として、投資信託業務に係るファンド・マネー

ジャーが遵守すべき規定並びにデリバティブ取引、資金の借入れ、外国為替の予約取引、信用取

引等に関して各々、取扱い基準を設けています。

 

※上記は2024年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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（４）【分配方針】

年１回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

①毎決算期に収益の分配を行なう方針です。ただし、基準価額の水準や市場動向等を勘案して収益

の分配を行なわない場合もあります。

②分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

③信託財産に留保した収益の運用については、特に制限を設けず、「基本方針」および「運用方

法」に基づき元本と同一の運用を行ないます。

※配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額

（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相

当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配

金にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

※売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下、「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報

酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その

全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配

にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

 

◆ファンドの決算日

原則として毎年４月15日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

 

◆収益分配金の支払い

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま

す。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販

売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）

に、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。「分配金再投資コー

ス」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後、無手数料で再投資されますが、再投資により増

加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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（５）【投資制限】

①　株式への投資割合（信託約款）

株式への投資割合には、制限を設けません。

②　投資信託証券への投資割合（信託約款）

投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の

５％以下とします。

③　外貨建資産への投資割合（信託約款）

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

④　投資する株式等の範囲（信託約款）

１．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商

品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場にお

いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権

者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りでは

ありません。

２．上記１．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株

予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委

託会社が投資することを指図することができるものとします。

⑤　信用取引の指図範囲（信託約款）

１．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの

指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し

により行なうことの指図をすることができるものとします。

２．上記１．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の

範囲内とします。

３．信託財産の一部解約等の事由により、上記２．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の

純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売

付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑥　信用リスク集中回避のための投資制限（信託約款）

一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ

クスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比

率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと

なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を

行なうこととします。

⑦　先物取引等の運用指図・目的・範囲（信託約款）

１．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所

における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいま

す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいい

ます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの

をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ

との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします

（以下、同じ。）。

２．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所

における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およ

びオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
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３．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所

における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金

利に係るこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑧　スワップ取引の運用指図・目的・範囲（信託約款）

１．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった

受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下、「ス

ワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、ファンドの信託期

間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ

いてはこの限りではありません。

３．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

４．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき

は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑨　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（信託約款）

１．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡

取引および直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

２．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済

日が、原則として、ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信

託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

３．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算

出した価額で評価するものとします。

４．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の

提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものと

します。

⑩　デリバティブ取引等に係る投資制限（信託約款）

デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法によ

り算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

⑪　有価証券の貸付けの指図および範囲（信託約款）

１．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を

次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

・株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の

時価合計額の50％を超えないものとします。

・公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有

する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

２．上記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超え

る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

３．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行な

うものとします。

⑫　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ

る場合には、制約されることがあります。

⑬　外国為替予約取引の指図（信託約款）

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外

国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
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⑭　資金の借入れ（信託約款）

１．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う

支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま

す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金

借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借

入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

　２．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、

信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの

間、もしくは償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入

額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資

金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま

す。

３．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌

営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

⑮　同一法人の発行する株式の取得制限（投資信託及び投資法人に関する法律）

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資

信託の投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総

数の50％を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできま

せん。

⑯　投資信託財産の運用として行なうデリバティブ取引の制限（金融商品取引業等に関する内閣府

令）

投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動

その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な

方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ

バティブ取引（本⑯においてデリバティブ取引とは金融商品取引法第２条第20項に規定するも

のをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引、選択権付

債券売買及び商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第10号に規定

するものをいいます。）を含みます。）を行ない、または継続することを内容とした運用を行

なうことはできません。

⑰　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）

投資信託財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債

務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあら

かじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を

行なうことはできません。

⑱　流動性リスク管理態勢の整備（金融商品取引業等に関する内閣府令）

投資信託財産の運用に関し、保有する有価証券その他の資産の流動性に係る管理について受益

者の解約の申入れに応ずることができなくなることを防止するための合理的な措置を講ずるこ

となく、当該運用を行なうことはできません。

⑲　デリバティブ取引の利用目的（信託約款）

デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、投資の対象とする資

産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスク

を回避する目的以外には利用しません。
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３【投資リスク】

(1）投資リスク

当ファンドは、上場投資信託証券を通じて、主として株式など値動きのある有価証券等（外貨建

資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に実質的に投資しますので、基準価額は変動し

ます。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被

り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、全て投資者の皆様に帰属

します。なお、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

①　株価変動リスク

一般に、株式の価格は経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、当

ファンドが実質的に組入れている株式の価格が変動し、損失を被るリスクがあります。

②　株式先物取引による運用に伴うリスク

株式先物取引の価格は、様々な要因（株価水準、政治・経済・社会情勢、金融・証券市場の動

向、貿易動向等）に基づき変動します。先物市場の変動の影響を受け、基準価額が下落し、投資

元本を下回ることがあります。

③　為替リスク

　外貨建資産（投資信託証券を通じて実質的に組入れる外貨建資産を含みます。）に対し原則と

して為替ヘッジを行ないませんので、為替相場の変動により当ファンドの基準価額が影響を受け

ます。

④　カントリー・リスク

　発行国の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価

格が大きく変動する可能性があります。また、法制度や決済制度、政府規制、税制、送金規制等

の変化により、運用の基本方針に沿った運用を行なうことが困難になる可能性があります。

⑤　一部解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク

受益者によるファンドの一部解約請求額が追加設定額を大きく上回った場合、解約資金を手当

てするために保有する有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。その際に

は、市況動向や取引量等の状況によっては、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性

があります。その結果、当ファンドの基準価額が下落することが考えられます。

⑥　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じ

たときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき、ならびに残存元本が運用に支障をきた

す水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、運用の基本方針にしたがって運用

できない場合があります。

⑦　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる

取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢

から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これに

より、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能

性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

⑧　基準価額の動きの留意事項について

　　当ファンドはCRSP USトータル・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）に概ね連

動する投資成果を目指して運用を行ないます。ただし、主として以下の要因等により、運用目標

が達成できない場合がありますので、ご留意ください。

・上場投資信託証券の約定価格と基準価額の算出に使用する上場投資信託証券の価格に差が生じ

た場合

・上場投資信託証券や株価指数先物取引を利用した場合において、上場投資信託証券や株価指数

先物取引の価格と連動対象指数の値動きに差が生じた場合

・上場投資信託証券、株価指数先物取引の最低取引単位の影響

・売買委託手数料、信託報酬、監査報酬等の負担
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・連動対象指数の採用銘柄の変更や指数の算出方法の変更等による影響

・大幅な変動や急激な変動、流動性の低下等により、必要な取引数量のうち全部または一部が取

引不成立となった場合

(2）投資リスクの管理体制

①　信託財産における運用リスクについては、運用部門責任者およびファンド・マネージャーが常

時モニターし、協議、点検を行なっています。

②　リーガル・コンプライアンス部門においては、管理部門からのモニタリング結果の報告等を通

して法令および信託約款等の遵守状況を日々チェックしています。

③　これらの結果は、代表取締役、運用部門責任者、リーガル・コンプライアンス部門責任者等で

構成される月次の運用委員会に報告されており、同委員会でも運用状況の点検が行なわれていま

す。

④　流動性リスク管理に関する社内規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン

グなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行なっています。運用委員会は、

流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督しています。

 

※上記は2024年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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（参考情報）
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

ありません。

 

（２）【換金（解約）手数料】

ありません。

 

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0506％

（税抜年0.046％）の率を乗じて得た額です。

委託会社、受託会社、販売会社間の配分については次のとおりです。

信託報酬の配分

（税抜）

委託会社 年0.015％

受託会社 年0.016％

販売会社 年0.015％

投資対象とする投資信託証券の運用管理費用（信託報酬）等を加えた場合、当該運用管理費用等

と信託報酬の合計は、年0.0806％程度になります。なお、当該合計は、投資信託証券の実際の組入

状況等により変動します。また、投資対象とする投資信託証券の変更等（投資対象とする投資信託

証券の運用管理報酬等の変更を含みます。）により今後変更となる場合があります。

信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日（６ヶ月終了日が休業日の場合は、翌営業

日とします。）、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。

 

※信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

委託会社：資金の運用の対価

受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対

価

 

（４）【その他の手数料等】

①その他の費用

(イ)ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対す

る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。

(ロ)信託財産において一部解約金の支払資金等に不足額が生じるときに資金借入れを行なった場

合、その借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。

(ハ)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）およ

び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。

※上記「その他の費用」については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を

示すことができません。

②以下に定める諸費用（消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支

払うことができます。

(イ)信託約款の作成および監督官庁への届出等に係る費用

(ロ)有価証券届出書、有価証券報告書等の作成ならびに監督官庁への届出等に係る費用

(ハ)目論見書の作成、印刷および交付等に係る費用

(ニ)運用報告書の作成、印刷および交付ならびに監督官庁への届出等に係る費用

(ホ)信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷等に係る費用

(ヘ)この信託契約に係る受益者に対する公告に係る費用

(ト)投資信託財産の監査に係る費用

(チ)この信託契約に係る法律顧問および税務顧問に対する報酬
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③上記②の諸費用は、委託会社が合理的な見積率により計算した額を、かかる諸費用の合計額とみ

なして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。た

だし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、受

領する金額の上限、一定の率または一定の金額を変更することができます。なお、これら諸費用

は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日（６ヶ月終了日が休業日の場合は、翌営業日としま

す。）、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。

※上記「その他の手数料等」については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額

等を示すことができません。

 

※当ファンドの手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することが

できません。

 

※当ファンドの手数料率等については、下記の照会先までお問い合わせください。

■ 照会先 ■

PayPayアセットマネジメント株式会社

照会ダイヤル：Tel 0120－580446

＜受付時間＞営業日の午前９時～午後５時

ホームページ［https://www.paypay-am.co.jp］

 

（５）【課税上の取扱い】

当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取扱われます。

①　個別元本について

ａ．追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該

申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた

ります。

ｂ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託

を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ｃ．元本払戻金（特別分配金）が支払われた場合、収益分配金発生時に受益者の個別元本から当

該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

②　収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる

「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま

す。

受益者が収益分配金を受取る際、

ａ．収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を

上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となります。

ｂ．収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部

分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除

した額が普通分配金となります。
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③　個人、法人別の課税の取扱いについて

ａ．個人の受益者に対する課税

１．収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15％、復興特

別所得税0.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申

告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択すること

もできます。

２．一部解約金および償還金に対する課税

一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15％、復興特別所得税

0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収選

択口座においては原則として確定申告は不要となります。

※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一

定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ

る配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非

課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方

が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

　公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）

の適用対象となります。当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」

及び「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異な

る場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

ｂ．法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部

解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所

得税0.315％）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありま

せん。なお、益金不算入制度は適用されません。

 

※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる

場合があります。

※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
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５【運用状況】

以下は2024年11月29日現在の運用状況です。また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対す

る当該資産の時価比率をいいます。

 

（１）【投資状況】

投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 アメリカ 2,400,339,523 97.45

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 62,704,105 2.55

合計（純資産総額） － 2,463,043,628 100.00

 

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

順

位
国／地域 種類 銘柄名 数量

簿価 時価 投資

比率

(％)
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)

1 アメリカ
投資信託受

益証券

バンガード・トータルストック

マーケット・ＥＴＦ
53,403 39,244.37 2,095,767,008 44,947.65 2,400,339,523 97.45

 

種類別投資比率
種類 投資比率(％)

投資信託受益証券 97.45

合計 97.45

 

②【投資不動産物件】

該当事項はございません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はございません。

 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

2024年11月末日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の

とおりです。

計算期間 年月日
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第１計算期間末 (2024年４月15日) 1,229 1,229 1.5189 1.5189

2023年11月末日 562 － 1.2931 －

12月末日 615 － 1.3224 －

2024年１月末日 789 － 1.4075 －

２月末日 974 － 1.4791 －

３月末日 1,152 － 1.5395 －

４月末日 1,291 － 1.5511 －

５月末日 1,542 － 1.5841 －

６月末日 1,785 － 1.6926 －

７月末日 1,942 － 1.6038 －

８月末日 1,983 － 1.5651 －

９月末日 2,048 － 1.5817 －

10月末日 2,348 － 1.7263 －

11月末日 2,463 － 1.7630 －

（注）純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

 

②【分配の推移】

計算期間 収益率（％）
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第１期 0.0000

 

③【収益率の推移】

計算期間 収益率（％）

第１期 51.9

第２期（中間期） 11.6

 

（４）【設定及び解約の実績】

計算期間 設定口数 解約口数 発行済口数

第１期 1,302,742,540 493,420,787 809,321,753

第２期（中間期） 899,215,284 373,315,458 1,335,221,579

（注1） 本邦外における設定、解約の実績はありません。

（注2） 第１期の設定口数は、当初募集期間中の販売口数を含みます。
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（参考情報）
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第２【管理及び運営】
　

１【申込（販売）手続等】

(1）受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

す。

お申込みには、分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受取るコース（「分配金受取

コース」といいます。）と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資

コース」といいます。）の２つのコースがあります。ただし、販売会社によって取扱うコースが異

なることがありますので、お申込みの際は、必ず販売会社にご確認ください。

受益権の取得申込者は「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」のいずれかの方法により

取得の申込みを行ないます。

詳しくは、販売会社にお問い合せください。

(2）受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ

れた当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該

取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。

なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係

る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された

受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事

項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知が

あった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ない

ます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方

法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

(3）申込単位は、販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせく

ださい。

ただし、「分配金再投資コース」により、税引き後の収益分配金を再投資する場合は、１口以上

１口単位となります。

(4）受益権の販売価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

ただし、「分配金再投資コース」により、税引き後の収益分配金を再投資する場合の価額は、原

則として決算日の基準価額とします。

基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。基準価額は、販売会社もしくは下記「照会

先」に問い合わせることにより知ることができます。また、日本経済新聞にも掲載されます。

(5）当ファンドの受益権の取得申込みは、毎営業日に販売会社において受付けます。ただし、取得申

込日がニューヨークの銀行もしくはニューヨーク証券取引所の休業日と同日の場合には、原則とし

て受益権の取得申込みの受付は行ないません。なお、取得申込みの受付は、原則として営業日の午

後３時30分までとし、当該受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。詳しく

は、販売会社にお問い合せください。

　　また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ

るときは、取得申込みの受付を中止することがあります。

(6）受益権の取得申込者は、お申込金額と申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を販売

会社が指定する期日までにお支払いいただきます。
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※ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。

■ 照会先 ■

PayPayアセットマネジメント株式会社

照会ダイヤル：Tel 0120－580446

＜受付時間＞営業日の午前９時～午後５時

ホームページ［https://www.paypay-am.co.jp］

 

２【換金（解約）手続等】

受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができま

す。

(1）受益者は、原則として毎営業日において、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて委

託会社に対して最低単位を１口単位として販売会社が定める単位をもって一部解約の実行の請求を

することができます。ただし、一部解約請求の申込日がニューヨークの銀行もしくはニューヨーク

証券取引所の休業日と同日の場合には、原則として受益権の一部解約請求の受付は行ないません。

なお、一部解約の実行の請求をする場合は、振替受益権をもって行なうものとします。

一部解約の実行の請求の受付は、原則として営業日の午後３時30分までとし、当該受付時間を過

ぎての一部解約の実行の請求は、翌営業日の取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせ

ください。

(2）一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受

益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約に係る

受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の

口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

(3）委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けたときは、１口単位をもってこの信託契約の一部を

解約します。

(4）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。

　　基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。基準価額は、販売会社もしくは上記「１　申

込（販売）手続等」に記載の照会先に問い合わせることにより知ることができます。また、基準価

額は、日本経済新聞にも掲載されます。

(5）一部解約金は、一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して、原則として５営業日目から販

売会社において、受益者に支払います。

(6）委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事

情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。また、信託財産の資産

管理を円滑に行なうために大口の一部解約の実行の請求には、制限を設ける場合があります。

(7）一部解約の実行の請求の受付が中止されたときは、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の

一部解約の実行の請求を撤回することができます。
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３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および

一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総

額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除した金額

で、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示します。基準価額は、原則として毎営業日に算出

されます。

　　なお、信託財産に属する外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における計算日

の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国にお

ける計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

　　基準価額は、販売会社もしくは上記「１　申込（販売）手続等」に記載の照会先に問い合わせ

ることにより知ることができます。また、日本経済新聞にも掲載されます。

②　投資信託証券の評価は、原則として基準価額計算時に知り得る直近の日（親投資信託は、原則

として基準価額計算日）の基準価額で評価します。海外の取引所に上場されている投資信託証券

については、原則として当該取引所における基準価額計算時に知り得る直近の日の最終相場で評

価します。

 

（２）【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

り、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

 

（３）【信託期間】

当ファンドの信託期間は無期限とします。ただし、下記「（５）その他　①　信託の終了」の場

合にはこの信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。

 

（４）【計算期間】

①　当ファンドの計算期間は、原則として毎年４月16日から翌年４月15日までとします。

②　上記の場合において、計算期間の最終日が休日に当たるときは、休日の翌営業日を当該計算期

間の最終日とし、次の計算期間は、その翌日から開始します。なお、第１計算期間は、当初設定

日から2024年４月15日までとします。

 

（５）【その他】

①　信託の終了

１．委託会社は、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約するこ

とが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会

社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい

て、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

２．委託会社は、上記１．の事項について、書面による決議（以下、「書面決議」といいま

す。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約

の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受

益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

３．上記２．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンド

の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、本３．

において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
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なお、この信託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益

者は書面決議について賛成するものとみなします。

４．上記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあた

る多数をもって行ないます。

５．上記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意

の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない

事情が生じている場合であって、上記２．から４．までの手続きを行なうことが困難な場合も

同じとします。

６．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信

託契約を解約し、信託を終了させます。

７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと

きは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契

約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、「②信託約

款の変更」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお

いて存続します。

８．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受

託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

②　信託約款の変更

１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドと

の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託

の併合」をいいます。以下、同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更また

は併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本「②信託約

款の変更」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

２．委託会社は、上記１．の事項（上記１．の変更事項にあってはその内容が重大なものに該当

する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該

当する場合を除き、以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書

面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款

の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託

約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を

発します。

３．上記２．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンド

の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、本３．

において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。

なお、この信託約款に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受

益者は書面決議について賛成するものとみなします。

４．上記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあた

る多数をもって行ないます。

５．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

６．上記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場

合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に

より同意の意思表示をしたときには適用しません。
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７．上記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決さ

れた場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決

議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記１．から

７．までの規定にしたがいます。

③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

当ファンドは、受益者が自己が保有する受益権について一部解約の実行の請求を行なったとき

は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価

格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するた

め、上記①に規定する信託契約の解約または上記②に規定する重大な信託約款の変更等を行なう

場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益

権の買取請求の規定の適用を受けません。

④　関係法人との契約の更改等

ａ．受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約

委託会社および販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に１年間延長さ

れるものとします。

⑤　運用報告書

委託会社は、毎決算時および償還時、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券の売買状況、

費用明細等のうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付しま

す。

運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.paypay-am.co.jp）に掲載

されます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付請求があった場合には、交付しま

す。

⑥　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

ａ．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関

する事業を譲渡することがあります。

ｂ．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この

信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑦　公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行ないます。

公告アドレス　https://www.paypay-am.co.jp/notification/

 

４【受益者の権利等】

(1）収益分配金に対する請求権

①　受益者は保有する受益権の口数に応じて収益分配金を請求する権利を有します。

②　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま

す。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販

売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）

に帰属します。

③　受託会社が、委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として、毎決算日の翌

営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。

ａ．「分配金受取コース」により取得している場合

収益分配金は、毎決算日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算

して５営業日までの日）から、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れている受益者に販売会社において支払います。
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ｂ．「分配金再投資コース」により取得している場合

原則として、決算日の翌営業日に税引後、無手数料で決算日の基準価額で再投資されます

が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

④　受益者が、収益分配金について上記③の支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき

は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(2）償還金に対する請求権

①　受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を

受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）を請求する権利を有します。

②　償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了の日から起

算して５営業日までの日）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録

されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま

す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義

で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、販売会社

において支払います。

なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの

償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものと

し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が

行なわれます。

③　受益者が、信託終了による償還金について、上記②の支払開始日から10年間その支払いを請求

しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(3）一部解約請求権

①　受益者は自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて委託会社に対して１口単位をもっ

て一部解約の実行の請求をすることができるものとし、その場合振替受益権をもって行なうもの

とします。

一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該

受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約に

係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機

関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

②　一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として５営業日目から販売会社におい

て、受益者に支払います。

(4）反対受益者の買取請求権

上記「３　資産管理等の概要（５）③」の項をご参照ください。

(5）帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内において当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の

閲覧を請求する権利を有します。
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第３【ファンドの経理状況】

 

PayPay投資信託インデックス アメリカ株式

 

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵

省令第59号）」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12

年総理府令第133号）」に基づいて作成しております。

なお、財務諸表の記載金額は、円単位で表示しております。

 

２. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（自令和5年3月

22日 至令和6年4月15日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお

ります。
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独立監査人の監査報告書

 

令和６年６月２６日

 

PayPay ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
 

取 締 役 会 御中

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

東　　京　　事　　務　　所
 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公 認 会 計 士 百 瀬 和 政  

 
監査意見
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているPayPay投資信託インデックス アメリカ株式の令和５年３月２２日か
ら令和６年４月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、PayPay投資信託インデックス アメリカ株式の令和６年４月１５日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
 
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、PayPayアセットマネジメント株式会社及
びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ

る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
 

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
 
利害関係
　PayPayアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

※１．上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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１【財務諸表】

【PayPay投資信託 インデックス アメリカ株式】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第１期
（令和６年４月15日現在）

資産の部  
流動資産  

預金 38,730,695

コール・ローン 8,227,875

投資信託受益証券 1,198,354,561

未収利息 6

流動資産合計 1,245,313,137

資産合計 1,245,313,137

負債の部  
流動負債  

未払金 10,246,325

未払解約金 5,565,029

未払受託者報酬 73,103

未払委託者報酬 136,976

その他未払費用 13,690

流動負債合計 16,035,123

負債合計 16,035,123

純資産の部  
元本等  

元本 809,321,753

剰余金  
期末剰余金又は期末欠損金（△） 419,956,261

元本等合計 1,229,278,014

純資産合計 1,229,278,014

負債純資産合計 1,245,313,137
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（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第１期
(自　令和５年３月22日

　至　令和６年４月15日)

営業収益  
受取配当金 8,311,864

受取利息 310,649

有価証券売買等損益 107,840,157

為替差損益 58,144,358

営業収益合計 174,607,028

営業費用  
支払利息 7,348

受託者報酬 93,122

委託者報酬 174,453

その他費用 1,244,546

営業費用合計 1,519,469

営業利益又は営業損失（△） 173,087,559

経常利益又は経常損失（△） 173,087,559

当期純利益又は当期純損失（△） 173,087,559

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
46,286,149

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 405,672,350

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
－

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
405,672,350

剰余金減少額又は欠損金増加額 112,517,499

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
112,517,499

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
－

分配金 －

期末剰余金又は期末欠損金（△） 419,956,261
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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

   
１．有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引所における最

終相場で評価しております。

   
２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引

個別法に基づき、計算期間末日の対顧客先物売買

相場の仲値で評価しております。

   
３．外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、

原則として、計算期間末日の対顧客電信売買相場の

仲値によって計算しております。

   
４．収益及び費用の計上基準 （１）受取配当金

  原則として、当該投資信託受益証券の分配落ち日

において、当該収益分配金を計上しております。

  （２）有価証券売買等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

  （３）為替予約取引による為替差損益の計上基準

  約定日基準で計上しております。

   
５．その他財務諸表作成のための基礎となる事項 （１）外貨建資産等の会計処理

外貨建資産等については、「投資信託財産の計算

に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条

の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、

邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用してお

ります。従って、外貨の売買については、同規則第

61条の規定により処理し、為替差損益を算定してお

ります。

  （２）ファンドの計算期間

当ファンドの計算期間は原則として毎年4月16日か

ら翌年4月15日までとしておりますが、第1期計算期

間は、信託約款の定めにより、令和5年3月22日から

令和6年4月15日までとなっております。

   

 

（貸借対照表に関する注記）

項目
第1期

（令和6年4月15日現在）

   
１．当該計算期間末日における受益権の総数 809,321,753口

   
   

２.「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総

理令第133号）」第55条の６第10号に規定する額

元本の欠損 －円

   
３. 1口当たり純資産額 1.5189円

（10,000口当たり純資産額） （15,189円）
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）

  第1期

（自 令和5年3月22日

　　至 令和6年4月15日）

   
１．分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益

（6,556,563円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の

有価証券売買等損益（120,244,847円）、収益調整金

（293,154,851円）及び分配準備積立金（-円）よ

り、分配対象収益は419,956,261円（10,000口当たり

5,188.97円）でありますが、基準価額の水準や市場

動向等を勘案して分配はしておりません。

   
２．剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額 「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額」及び「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は

欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額と

の純額を表示しております。
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（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項目

第1期

（自 令和5年3月22日

　　至 令和6年4月15日）

   
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法

律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託

約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証

券等の金融商品に対して投資として運用することを

目的としております。

   
２．金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証

券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債

権及び金銭債務であります。また当ファンドが保有

する有価証券は投資信託受益証券であります。

これらの金融商品は、株価変動リスク、為替変動

リスク、カントリーリスク、信用リスク、並びに流

動性リスク等に晒されております。

なお、当ファンドは主に外貨建資産の売買代金等

の受取または支払いを目的として為替予約取引を

行っております。

当該為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相

場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用

状況の変動により損失が発生する信用リスクであり

ます。

   
３．金融商品に係るリスク管理体制 運用業務に関する社内規程及びマニュアルに従

い、運用部門責任者及びファンド・マネージャーが

常時モニターし、協議、点検を行っております。管

理部門においては、日々運用状況のモニタリングを

行っており、投資運用方針・運用計画と投資行動の

整合性、法令及び信託約款、運用ガイドライン等の

遵守状況等を確認しております。リーガル・コンプ

ライアンス部門は、リスク管理統括部署として、管

理部門からのモニタリング結果の報告等を通して

日々運用状況の点検を行うとともに、管理部門が行

うモニタリングの適切性等の確認を行っておりま

す。これらの結果は代表取締役、運用部門責任者、

リーガル・コンプライアンス部門責任者等で構成さ

れる月次の運用委員会に報告されており、同委員会

においても運用状況の点検が行われております。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

第1期

（令和6年4月15日現在）

 
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品については、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時

価との差額はありません。

 
 
２．時価の算定方法

投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

 
 
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場

合、当該価額が異なることもあります。

 
 
４．金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

 

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第1期

（令和6年4月15日現在）

最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

投資信託受益証券 107,685,199

合計 107,685,199

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

元本の変動

第1期

（自 令和5年3月22日

　　至 令和6年4月15日）

 
期首元本額 5,000,000円

期中追加設定元本額 1,297,742,540円

期中一部解約元本額 493,420,787円
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（４）【附属明細表】

第１．有価証券明細表（令和6年4月15日現在）

①株式

該当事項はありません。

 

②株式以外の有価証券

種類 通貨 銘柄 券面総額（口） 評価額 備考

投資信託

受益証券

米ドル Vanguard Total Stock Market ETF 30,875 7,808,905.00  

米ドル 小計
30,875 7,808,905.00  

  （1,198,354,561）  

合計
－ 1,198,354,561  

  （1,198,354,561）  
（注）有価証券明細表注記

１. 通貨毎の小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。

２. 合計金額欄の記載は、邦貨額であります。（　）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

３. 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

４. 外貨建有価証券の内訳

通貨 銘柄数
組入投資信託受益証券

時価比率（注）

有価証券の合計金額に

対する比率

米ドル 投資信託受益証券　1銘柄 97.5％ 100.0％

（注）組入投資信託受益証券時価比率は、通貨毎の組入投資信託受益証券の純資産に対する比率であります。

 

第２．信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第３．デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 

第４．不動産等明細表

該当事項はありません。

 

第５．商品明細表

該当事項はありません。

 

第６．商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 

第７．再生可能エネルギー発電設備等明細表

該当事項はありません。

 

第８．公共施設等運営権等明細表

該当事項はありません。

 

第９．その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

 

第10．借入金明細表

該当事項はありません。
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PayPay投資信託インデックス アメリカ株式

 

１．当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年

大蔵省令第59号）」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関す

る規則（平成12年総理府令第133号）」に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表の記載金額は、円単位で表示しております。

 

２. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間（自令和6

年4月16日 至令和6年10月15日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間

監査を受けております。
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独立監査人の中間監査報告書

 

令和6年12月18日

 

PayPayアセットマネジメント株式会社

取 締 役 会 　 御 中

 

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ   

東 京 事 務 所   

  指定有限責任社員

 
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 百 瀬 和 政  

 

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

経理状況」に掲げられているPayPay投資信託インデックス アメリカ株式の令和6年4月16日から令和6年

10月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書

並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、PayPay投資信託インデックス アメリカ株式の令和6年10月15日現在の信託財産の

状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和6年4月16日から令和6年10月15日まで）の損益の状

況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、PayPayアセットマネ

ジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び

運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表

示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監

査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判

断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中

間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に

よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸

表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な

不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場

合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性

に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明

することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて

いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう

かを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。

 

利害関係

PayPayアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認

会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

※１．上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

当社が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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中間財務諸表

【PayPay投資信託インデックス アメリカ株式】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第１期
（令和６年４月15日現在）

第２期中間計算期間
（令和６年10月15日現在）

資産の部    
流動資産    

預金 38,730,695 47,843,997

コール・ローン 8,227,875 15,767,111

投資信託受益証券 1,198,354,561 2,208,632,722

未収利息 6 77

流動資産合計 1,245,313,137 2,272,243,907

資産合計 1,245,313,137 2,272,243,907

負債の部    
流動負債    

未払金 10,246,325 －

未払解約金 5,565,029 8,657,920

未払受託者報酬 73,103 155,149

未払委託者報酬 136,976 290,841

その他未払費用 13,690 88,085

流動負債合計 16,035,123 9,191,995

負債合計 16,035,123 9,191,995

純資産の部    
元本等    

元本 809,321,753 1,335,221,579

剰余金    
中間剰余金又は中間欠損金（△） 419,956,261 927,830,333

元本等合計 1,229,278,014 2,263,051,912

純資産合計 1,229,278,014 2,263,051,912

負債純資産合計 1,245,313,137 2,272,243,907
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第１期中間計算期間
(自　令和５年３月22日

　至　令和５年９月21日)

第２期中間計算期間
(自　令和６年４月16日

　至　令和６年10月15日)

営業収益    
受取配当金 804,917 10,951,313

受取利息 57,638 772,829

有価証券売買等損益 6,981,289 225,035,917

為替差損益 23,798,355 △56,485,049

営業収益合計 31,642,199 180,275,010

営業費用    
支払利息 2,164 －

受託者報酬 20,019 155,149

委託者報酬 37,477 290,841

その他費用 541,518 389,568

営業費用合計 601,178 835,558

営業利益又は営業損失（△） 31,041,021 179,439,452

経常利益又は経常損失（△） 31,041,021 179,439,452

中間純利益又は中間純損失（△） 31,041,021 179,439,452

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
9,743,356 10,051,681

期首剰余金又は期首欠損金（△） － 419,956,261

剰余金増加額又は欠損金減少額 102,679,587 544,500,899

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
－ －

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
102,679,587 544,500,899

剰余金減少額又は欠損金増加額 24,987,417 206,014,598

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
24,987,417 206,014,598

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
－ －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 98,989,835 927,830,333
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

   
１．有価証券の評価基準及び評価方

法

投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ

たっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。

   
２．デリバティブ等の評価基準及び

評価方法

為替予約取引

個別法に基づき、中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値

で評価しております。

   
３．外貨建資産・負債の本邦通貨へ

の換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、中

間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しており

ます。

   
４．収益及び費用の計上基準 （1）受取配当金

  原則として、当該投資信託受益証券の分配落ち日において、当該

収益分配金を計上しております。

  （2）有価証券売買等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

  （3）為替予約取引による為替差損益の計上基準

  約定日基準で計上しております。

   
５．その他中間財務諸表作成のため

の重要な事項

（1）外貨建資産等の会計処理

外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則

（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種

類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採

用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の

規定により処理し、為替差損益を算定しております。

   

 

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期

（令和6年4月15日現在）

 第2期中間計算期間

（令和6年10月15日現在）

   
１．当該計算期間末日における受益権の総数 １．当該中間計算期間末日における受益権の総数

809,321,753口 1,335,221,579口

   
２.「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年

総理府令第133号）」第55条の６第10号に規定す

る額

２.「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総

理府令第133号）」第55条の６第10号に規定する額

   
元本の欠損 元本の欠損

－円 －円

   
３. 1口当たり純資産額 1.5189円 ３. 1口当たり純資産額 1.6949円

（10,000口当たり純資産額） （15,189円） （10,000口当たり純資産額） （16,949円）
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（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  第1期中間計算期間 第2期中間計算期間

（自 令和5年3月22日 （自 令和6年4月16日

　　至 令和5年9月21日） 　　 至 令和6年10月15日）

     
剰余金増加額・減少額及び欠損金

減少額・増加額

「中間追加信託に伴う剰余金

増加額又は欠損金減少額」及び

「中間一部解約に伴う剰余金減

少額又は欠損金増加額」はそれ

ぞれ剰余金減少額と増加額との

純額を表示しております。

「中間追加信託に伴う剰余金

増加額又は欠損金減少額」及び

「中間一部解約に伴う剰余金減

少額又は欠損金増加額」はそれ

ぞれ剰余金減少額と増加額との

純額を表示しております。

     

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第1期 第2期中間計算期間

（令和6年4月15日現在） （令和6年10月15日現在）

   
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額 １．中間貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品については、原則として

すべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額

と時価との差額はありません。

中間貸借対照表上の金融商品については、原則と

してすべて時価で評価しているため、中間貸借対照

表計上額と時価との差額はありません。

   
   
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法

投資信託受益証券 投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記

載しております。

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記

載しております。

   
   
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足

説明

３．金融商品の時価等に関する事項についての補足

説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件

等を採用しているため、異なる前提条件等によった

場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件

等を採用しているため、異なる前提条件等によった

場合、当該価額が異なることもあります。

   

 

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

 

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

元本の変動

第１期 第2期中間計算期間

（自 令和5年3月22日 （自 令和6年4月16日

　　至 令和6年4月15日） 　　 至 令和6年10月15日）

   
期首元本額 5,000,000円 期首元本額 809,321,753円

期中追加設定元本額 1,297,742,540円 期中追加設定元本額 899,215,284円

期中一部解約元本額 493,420,787円 期中一部解約元本額 373,315,458円
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２【ファンドの現況】

　

【純資産額計算書】

2024年11月29日現在

Ⅰ　資産総額 2,474,994,295 円

Ⅱ　負債総額 11,950,667 円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,463,043,628 円

Ⅳ　発行済数量 1,397,038,372 口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7630 円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1）名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

り、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された

場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しな

い場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま

せん。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無

記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変

更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

(4）受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再

発行の請求を行なわないものとします。

(5）受益権の譲渡

①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益

権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記

載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな

い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を

含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また

は記録が行なわれるよう通知するものとします。

③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録

されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場

合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、

振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(6）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対

抗することができません。

(7）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を

均等に再分割できるものとします。

(8）償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日

以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定

された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ

いては原則として取得申込者とします。）に支払います。

(9）質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払

い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規

定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
　

第１【委託会社等の概況】
　

１【委託会社等の概況】

(1）資本金の額

2024年11月末日現在の資本金の額は金165百万円です。なお、発行可能株式総数は1,000,000株

（普通株式500,000株、Ａ種種類株式500,000株）であり、発行済株式総数は743,469株（普通株

式251,787株、Ａ種種類株式491,682株）です。

 

最近５年間における資本金の増減は以下の通りです。

2022年５月30日  資本金　145百万円に増資

2022年８月５日  資本金　500百万円に増資

2023年３月20日  資本金  95百万円に減資

2023年10月６日  資本金　230百万円に増資

2024年２月１日  資本金  95百万円に減資

2024年５月31日  資本金　195百万円に増資

2024年８月１日  資本金  95百万円に減資

2024年10月10日  資本金　165百万円に増資

 

(2）会社の機構

ａ．組織図
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ｂ．投資信託財産の運用の指図に係わる決定を行なう社内組織：

代表取締役、運用部門責任者、リーガル・コンプライアンス部門責任者等で構成される商品企

画委員会を投資運用方針の審議・決定機関として、その決定に則り、運用部門が運用計画の策

定、信託財産の運用の指図に関する事項を担当しています。投資方針の決定から運用の指図及

び投信計理処理の流れは、下図「投資運用の意思決定と運用指図実施及び計理処理の流れ」の

とおりです。

 

投資運用の意思決定と運用指図実施及び計理処理の流れ
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２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であるPayPayアセットマネジメ

ント株式会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業

者としてその運用（投資運用業）を行なっております。また、「金融商品取引法」に定める投資助言

業務、第二種金融商品取引業務を行なっております。

委託会社の運用する証券投資信託は2024年11月末日現在次の通りです（ただし、親投資信託を除き

ます。）。

 

種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 32 134,049

単位型株式投資信託 8 13,340

追加型公社債投資信託  

単位型公社債投資信託 1 1,419

合計 41 148,809
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３【委託会社等の経理状況】

 

１．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 委託会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸

表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下

「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に

関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。

委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規

則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成してお

ります。

(2) 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

２．監査証明について

委託会社は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第22期事業年度（自2023年４

月１日 至 2024年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受け

ております。

また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第23期事業年度（自2024年４月１

日 至2025年３月31日）に係る中間会計期間（自2024年４月１日 至 2024年９月30日）の中間財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
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独立監査人の監査報告書

 

2024年6月21日

 

PayPayアセットマネジメント株式会社
 

取 締 役 会 　 御 中

 

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

東 京 事 務 所
 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 百 瀬 和 政  

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

の経理状況」に掲げられているPayPayアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31

日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重

要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、PayPayアセットマネジメント株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了

する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当

監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と

してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監

査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる

作業も実施していない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸

表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別

に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性

があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内

部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確

実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財

務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状

況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財

務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

※１．上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

が別途保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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（１）【貸借対照表】

区分

前事業年度 当事業年度

（2023年３月31日現在） （2024年３月31日現在）

金　額 金　額

（資産の部） 千円 千円 千円 千円

Ⅰ　流　動　資　産        
1 現金・預金   296,638   157,455

2 前払費用   33,317   27,594

3 未収委託者報酬   174,129   157,774

4 未収運用受託報酬   5,793   7,834

5 未収収益   -   1,320

6 未収還付法人税等   284   2,606

7 未収還付消費税等   5,986   -

8 その他   5,551   3,809

  　　流　動　資　産　合　計   521,700   358,395

           
Ⅱ　固　定　資　産        
1 有形固定資産   57,295   -

  （1）建物　　　　　　　　　*1 44,069   -  
  （2）器具備品　　　　　　　*1 13,225   -  
2 無形固定資産   4,578   -

  （1）ソフトウェア 4,578   -  
3 投資その他の資産   136,927   72,695

  （1）投資有価証券 89,583   25,667  
  （2）出資金 173   173  
  （3）長期差入保証金 46,855   46,855  
  （4）その他 315   -  
  　　固　定　資　産　合　計   198,801   72,695

資　産　合　計   720,502   431,091

（負債の部）        
Ⅰ　流　動　負　債        
1 預り金   8,932   10,254

2 未払金   88,828   86,653

  （1）未払手数料 64,672   67,843  
  （2）その他未払金 24,156   18,809  

3 関係会社未払金   4,477   6,864

4 関係会社短期借入金 　　　 *2   -   -

5 未払費用   36,335   33,238

6 未払法人税等   2,290   2,290

7 未払消費税等   -   1,366

8 賞与引当金   29,830   24,165

9 前受金   10,664   -

10 損害賠償引当金   11,526   -

  　　流　動　負　債　合　計   192,886   164,833

           
Ⅱ　固　定　負　債        
1 繰延税金負債   8,611   1,618

2 資産除去債務   23,719   23,743

3 その他   357   357

  　　固　定　負　債　合　計   32,688   25,719

負　債　合　計   225,574   190,552

（純資産の部）        
Ⅰ　株　主　資　本        
1 資本金   95,000   95,000

2 資本剰余金        
  （1）資本準備金 648,213   778,212  
  （2）その他資本剰余金 462,136   597,136  
  　　資本剰余金合計   1,110,349   1,375,348

3 利益剰余金        
  （1）その他利益剰余金        
  　　　繰越利益剰余金 △714,552   △1,232,830  
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  　　利益剰余金合計   △714,552   △1,232,830

  　　株　主　資　本　合　計   490,796   237,518

Ⅱ 評価・換算差額等        
  （1）その他有価証券評価差額金 4,131   3,020  
  　　評価・換算差額等合計   4,131   3,020

純　資　産　合　計   494,928   240,539

負　債　・　純　資　産　合　計   720,502   431,091
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（２）【損益計算書】

区分

前事業年度 当事業年度

（自　2022年４月１日

 　　 至　2023年３月31日）

（自　2023年４月１日

 　　 至　2024年３月31日）

金　額 金　額

    千円 千円 千円 千円

Ⅰ　営業収益        
1 委託者報酬   787,743   751,933

2 運用受託報酬 33,180 33,474

3 投資助言報酬 35,651 24,332

4 その他営業収益   2,005   2,710

  　　　　営業収益計   858,581   812,450

           
Ⅱ　営業費用        
1 支払手数料   240,844   252,167

2 広告宣伝費   25,716   5,498

3 調査費   238,758   214,943

  （1）調査費 54,056   71,778  
  （2）委託調査費 184,701   143,165  
4 委託計算費   91,236   94,881

5 振替投信費   3,930   3,563

6 営業雑経費   15,353   20,084

  （1）通信費 8,481   9,493  
（2）印刷費 2,295 6,023

  （3）諸会費 2,434   2,347  
  （4）その他 2,143   2,219  
  　　　　営業費用計   615,840   591,139

           
Ⅲ　一般管理費        
1 給与   427,335   448,648

  （1）役員報酬 36,772   37,464  
  （2）給与・手当 313,299   329,608  

（3）賞与引当金繰入額 29,830 24,165

（4）賞与 7,797 10,248

（5）その他報酬給料 39,635 47,162

2 事務委託費   81,523   91,674

3 交際費   516   393

4 旅費交通費   4,662   5,469

5 租税公課   4,550   3,289

6 不動産賃借料   44,822   44,832

7 退職給付費用   5,831   6,339

8 福利厚生費   58,454   58,046

9 固定資産減価償却費   13,714   10,351

10 諸経費   23,907   26,813

  　　　　一般管理費計   665,319   695,859

営業損失（△）   △422,578   △474,548

Ⅳ　営業外収益        
1 受取配当金 120 913

2 投資有価証券償還益   1,034   12,389

3 投資有価証券評価益 96 107

4 雑収入 364 478

  営業外収益計   1,616   13,889

Ⅴ　営業外費用        
1 為替差損   15   34

2 事務過誤損失 1,927 206

3 支払利息 1,993 -

4 損害賠償引当金繰入額 11,526 -

5 損害賠償損失 - 8,152

  営業外費用計   15,461   8,394

経常損失（△）   △436,424   △469,053

Ⅵ　特別損失        
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1 固定資産除却損　　　　　　*1   0   -

2 減損損失　　　　　　　　　*2   -   53,340

　　　　　　特別損失計 0   53,340

税引前当期純損失（△）   △436,424   △522,393

Ⅶ　法人税等    
 
   

1 法人税、住民税及び事業税 2,290   2,290  
2 法人税等調整額 △547   △6,406  
  法人税等合計   1,742   △4,116

当期純損失（△）   △438,166   △518,277
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（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

 

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高 95,000 253,212 57,136 310,348 △276,385 △276,385

当期変動額            

新株の発行 405,000 395,001   395,001    

減資 △405,000   405,000 405,000    

当期純損失（△）         △438,166 △438,166

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

           

当期変動額合計 - 395,001 405,000 800,001 △438,166 △438,166

当期末残高 95,000 648,213 462,136 1,110,349 △714,552 △714,552

 

 

株主資本 評価・換算差額等 純資産合計

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 128,962 2,813 2,813 131,775

当期変動額        

新株の発行 800,001     800,001

減資 -     -

当期純損失（△） △438,166     △438,166

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)
  1,317 1,317 1,317

当期変動額合計 361,834 1,317 1,317 363,152

当期末残高 490,796 4,131 4,131 494,928
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当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

 

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高 95,000 648,213 462,136 1,110,349 △714,552 △714,552

当期変動額            

新株の発行 135,000 129,999   129,999    

減資 △135,000   135,000 135,000    

当期純損失（△）         △518,277 △518,277

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

           

当期変動額合計 - 129,999 135,000 264,999 △518,277 △518,277

当期末残高 95,000 778,212 597,136 1,375,348 △1,232,830 △1,232,830

 

 

株主資本 評価・換算差額等 純資産合計

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 490,796 4,131 4,131 494,928

当期変動額        

新株の発行 264,999     264,999

減資 -     -

当期純損失（△） △518,277     △518,277

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)
  △1,110 △1,110 △1,110

当期変動額合計 △253,278 △1,110 △1,110 △254,388

当期末残高 237,518 3,020 3,020 240,539
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注記事項

（重要な会計方針）
1　有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券

  市場価格のない株式等以外のもの

 
会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

を採用しております。

  市場価格のない株式等

  移動平均法による原価法を採用しております。

2　固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

  　定率法によっております。

 
　ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について

は、定額法を採用しております。

  　なお、主な耐用年数は、建物3～15年、器具備品3～15年です。

  (2) 無形固定資産

 
　自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法によっております。

3　引当金の計上基準 賞与引当金

 
従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のう

ち当事業年度の負担額を計上しております。

  損害賠償引当金

 
　 将来において発生する可能性がある損害賠償に備えるため、損失

の見込額を計上しております。

4　収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主

な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を

認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 投資信託委託業務

投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財産

の運用指図等を行っております。

当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足される

ため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を

認識しております。

(2) 投資運用業務

投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産を

一任して運用指図等を行っております。

当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足される

ため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を

認識しております。

(3) 投資助言業務

投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関す

る投資判断の助言等を行っております。

当該契約については、助言期間にわたり履行義務が充足される

ため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を

認識しております。

 

 

（未適用の会計基準等）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）

「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 2022年10月28日）

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日）

 

(1) 概要

その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用され

る場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるもの。

 

(2) 適用予定日

2025年3月期の期首より適用予定であります。

 

62



(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

 

 

（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度

（2023年３月31日現在） （2024年３月31日現在）

*1　有形固定資産の減価償却累計額は、51,159千円

であります。

 
*2　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、

親会社であるZホールディングス株式会社（現

LINEヤフー株式会社）と極度貸付契約を締結して

おります。この契約に係る借入未実行残高は次の

とおりであります。なお、2023年5月31日をもっ

て極度貸付契約を終了しております。

極度額　　　　300,000千円

借入実行残高　　　　-千円

差引額　　　　300,000千円

*1　-

 
*2　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、

親会社であるZフィナンシャル株式会社と極度貸

付契約を締結しております。この契約に係る借入

未実行残高は次のとおりであります。

極度額　　　　200,000千円

借入実行残高　　　　-千円

差引額　　　　200,000千円

 

 

（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度

（自　2022年４月１日 （自　2023年４月１日

　　至　2023年３月31日） 　　至　2024年３月31日）

*1　固定資産除却損の内訳

器具備品　0千円

 
*2　-

*1　-

*2　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

用途 場所 種類 金額

事務所・

設備

東京都

千代田

区

建物・器

具備品・

ソフト

ウェア

53,340

千円

（経緯）

 上記資産につきまして、営業活動から生じるキャッ

シュ・フローが継続してマイナスになっているた

め、帳簿価額全額を回収不能とし、減損損失として

特別損失に計上しております。内訳は、以下のとお

りであります。

（減損損失の金額）

建物　　　　40,213千円

器具備品　　 9,334千円

ソフトウェア 3,792千円

合計　　　　53,340千円

（グルーピングの方法）

 当社は投資信託委託・投資運用・投資助言業務等を

営んでおります。基本的に全ての資産が一体となっ

てキャッシュ・フローを生み出すため、本社事務所

の全資産を一つの単位としてグルーピングをしてお

ります。

（回収可能価額の算定方法等）

 資産グループの回収可能価額は使用価値を使用して

おりますが、使用価値は将来キャッシュ・フローが

見込まれないため零として評価しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 71,129 46,955 - 118,084

合計 71,129 46,955 - 118,084

 

２．配当金に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 118,084 133,703 - 251,787

合計 118,084 133,703 - 251,787

（注）普通株式の発行済株式総数の増加133,703株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

 

２．配当金に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

 

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、短期的な運転資金確保の観点から、資金運用については短期的な預金等に限定してお

ります。また、当社は親会社等からの借入により資金を調達しております。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、投資運用業及び

投資助言業等からの債権であり、信用リスクに晒されておりますが、会社で定められた手続に従

い管理しておりますので投資運用業者等の性格上そのリスクは軽微であると考えております。

営業債務である未払金、未払手数料、未払費用は、投資運用業及び投資助言業等の債務であ

り、会社で定められた手続に従い管理しております。

 

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な

る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

前事業年度（2023年３月31日現在）

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格

のない株式等（注）は、次表には含めておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に

近似する金融商品は、記載を省略しております。

    貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

（1） 投資有価証券 89,553 89,553 -

（2） 長期差入保証金 46,855 44,207 △2,647

 
（注）市場価格のない株式等は次のとおりであり、上表には含めておりません。

区分 貸借対照表計上額（千円）

投資有価証券（匿名組合出資金） 30
出資金 173

 

当事業年度（2024年３月31日現在）

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格

のない株式等（注）は、次表には含めておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に

近似する金融商品は、記載を省略しております。

    貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

（1） 投資有価証券 25,618 25,618 -

（2） 長期差入保証金 46,855 43,138 △3,716

 
（注）市場価格のない株式等は次のとおりであり、上表には含めておりません。

区分 貸借対照表計上額（千円）

投資有価証券（匿名組合出資金） 49
出資金 173

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される

当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時

価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ

らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が

最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル2 レベル3 合計

投資有価証券 - 89,553 - 89,553
資産計 - 89,553 - 89,553

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資産

投資有価証券

市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリス

クの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類し

ております。
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当事業年度（2024年３月31日現在）
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル2 レベル3 合計

投資有価証券 - 25,618 - 25,618
資産計 - 25,618 - 25,618

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資産

投資有価証券

市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリス

クの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類し

ております。

 

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル2 レベル3 合計

長期差入保証金 - 44,207 - 44,207
資産計 - 44,207 - 44,207

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資産

長期差入保証金

返還時期を見積ったうえ、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等で割り引いた現在価値により算出

した価格を時価としており、レベル2の時価に分類しております。

 

当事業年度（2024年３月31日現在）
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル2 レベル3 合計

長期差入保証金 - 43,138 - 43,138
資産計 - 43,138 - 43,138

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資産

長期差入保証金

返還時期を見積ったうえ、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等で割り引いた現在価値により算出

した価格を時価としており、レベル2の時価に分類しております。

 

４．金銭債権の償還予定額、有利子負債の返済予定額

(1) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

  1年以内 1年超5年内 5年超

現金・預金 296,638 - -

未収委託者報酬 174,129 - -

未収運用受託報酬 5,793 - -

長期差入保証金 - - 46,855

 

当事業年度（2024年３月31日現在）
（単位：千円）

  1年以内 1年超5年内 5年超

現金・預金 157,455 - -

未収委託者報酬 157,774 - -

未収運用受託報酬 7,834 - -

長期差入保証金 - - 46,855
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(2) 有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度（2023年３月31日現在）

該当事項はありません。

 

当事業年度（2024年３月31日現在）

該当事項はありません。

 

 

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

区分
貸借対照表日における

貸借対照表計上額
取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの
82,859 76,237 6,622

小計 82,859 76,237 6,622

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの
6,693 7,000 △306

小計 6,693 7,000 △306

合計 89,553 83,237 6,315

（注）１．取得原価の内訳

投資信託受益証券 　　　　　　　83,237千円

 
当事業年度（2024年３月31日現在）

（単位：千円）

区分
貸借対照表日における

貸借対照表計上額
取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの
22,711 18,000 4,711

小計 22,711 18,000 4,711

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの
2,906 3,000 △93

小計 2,906 3,000 △93

合計 25,618 21,000 4,618

（注）１．取得原価の内訳

投資信託受益証券 　　　　　　　21,000千円

 
２．償還したその他有価証券

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
（単位：千円）

種類 償還額 償還益の合計額 償還損の合計額

投資信託受益証券 9,034 1,279 244

合計 9,034 1,279 244

 
当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

（単位：千円）

種類 償還額 償還益の合計額 償還損の合計額

投資信託受益証券 86,627 12,491 101

合計 86,627 12,491 101

 

 

（デリバティブ取引関係）

当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社では、確定拠出年金制度を採用しております。

２．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度（自 2022年４月１日　至 2023年３月31日）

5,831千円、当事業年度（自 2023年４月１日　至 2024年３月31日）6,339千円であります。

 

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）

 
前事業年度

（2023年３月31日）
当事業年度

（2024年３月31日）

(繰延税金資産)    

賞与引当金 10,318 8,358

未払法定福利費 1,571 1,274

未払退職金 123 123

投資有価証券評価損 301 -

繰越欠損金 318,604 486,730

資産除去債務 8,204 8,212

繰延資産償却費 421 183

減損損失 - 12,589

損失補填引当金 3,986 -

その他 240 549

　　　　繰延税金資産小計 343,772 518,022

税務上の繰越欠損金に係る評価性

引当額（注2）
△318,604 △486,730

将来減算一時差異等の合計に係る

評価性引当額
△25,167 △31,292

　 評価性引当額 小計（注1） △343,772 △518,022

　 繰延税金資産合計 - -

(繰延税金負債)    
資産除去債務に対応する除去費用 △6,406 -

その他有価証券評価差額金 △2,184 △1,597

その他 △20 △20

繰延税金負債合計 △8,611 △1,618

繰延税金資産（△負債）の純額 △8,611 △1,618

（注1）評価性引当額が174,250増加しております。この増加の主な要因は、繰越欠損金に係る将来減算一時差異

の増加168,126千円に伴うものであります。

 
（注2）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

 
前事業年度（2023年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

  1年以内
1年超

2年以内
2年超

3年以内
3年超

4年以内
4年超

5年以内
5年超 合計

税務上の繰越
欠損金(※１)

- - - - - 318,604 318,604

評価性引当額 - - - - - △318,604 △318,604

繰延税金資産 - - - - - - -

（※1）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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当事業年度（2024年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

  1年以内
1年超

2年以内
2年超

3年以内
3年超

4年以内
4年超

5年以内
5年超 合計

税務上の繰越
欠損金(※１)

- - - - - 486,730 486,730

評価性引当額 - - - - - △486,730 △486,730

繰延税金資産 - - - - - - -

（※1）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前事業年度

（2023年３月31日）

当事業年度

（2024年３月31日）

法定実効税率 34.59 ％ 34.59 ％

（調整）    

住民税均等割額 △0.52 ％ △0.44 ％

評価性引当額の増減額 △34.46 ％ △33.36 ％

その他 0.00 ％ △0.01 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.40 ％ 0.79 ％

 

 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

不動産賃借契約に基づく本社オフィスの退去時における原状回復費

 

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を主として取得から15年と見積り、使用見込期間に対応した割引率として国債の利回

りを使用して資産除去債務金額を計算しております。

 

３．当該資産除去債務の総額の増減

  前事業年度 当事業年度

  （2023年３月31日現在） （2024年３月31日現在）

期首残高 23,695千円 23,719千円

時の経過による調整額 23千円 23千円

期末残高 23,719千円 23,743千円

 

 

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

  前事業年度 当事業年度

 
（自2022年４月１日

　　　　至2023年３月31日）

（自2023年４月１日

　　至2024年３月31日）

投資信託委託業務 787,743千円 751,933千円

投資運用業務 33,180千円 33,474千円

投資助言業務 35,651千円 24,332千円

その他 2,005千円 2,710千円

顧客との契約から生じる収益 858,581千円 812,450千円

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）の「4 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに

当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金

額及び時期に関する情報

 

(1) 契約負債の残高等

契約負債の内訳は以下のとおりであります。

  前事業年度 当事業年度

  （2023年３月31日現在） （2024年３月31日現在）

前受金（期首残高） 32,119千円 10,664千円

前受金（期末残高） 10,664千円 -千円

契約負債は、主に、投資顧問契約及び私募の取扱契約における顧客から受け取った前受金に関す

るものであります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。

当事業年度に認識された収益の額のうち期首の契約負債残高に含まれていた額は、10,664千円で

あります。

 

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義

務に関する情報の記載を省略しております。

 

 

（セグメント情報等）

（セグメント情報）

当社は、アセット・マネジメント事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（関連情報）

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービ

スごとの営業収益の記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

 

(2) 有形固定資産

当社は、本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

委託者報酬については、一部営業収益の10％以上を占める投資信託があるものの、委託者報酬を最

終的に負担する受益者は制度上把握していないため、記載を省略しております。

運用受託報酬・投資助言報酬・その他営業収益については、営業収益の10％以上を占める単一の外

部顧客がないため、記載を省略しております。

 

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービ

スごとの営業収益の記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
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(2) 有形固定資産

当社は、本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

委託者報酬については、一部営業収益の10％以上を占める投資信託があるものの、委託者報酬を最

終的に負担する受益者は制度上把握していないため、記載を省略しております。

運用受託報酬・投資助言報酬・その他営業収益については、営業収益の10％以上を占める単一の外

部顧客がないため、記載を省略しております。

 

 

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

当社は、アセット・マネジメント事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

　該当事項はありません。

 

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

　該当事項はありません。

 

 

（関連当事者情報）

１．関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主（会社等に限る。）等

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

種類
会社等の

名称
所在地

資本金

（百万

円）

事業の内容

議決権等の所有

（被所有）割合

（％）

関連当事者と

の関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

親会社

Zホールディング

ス株式会社

（現LINEヤフー

株式会社）

東京都

千代田区
247,094

情報提供

サービス業

等

（被所有）

間接

50.1

極度貸付契約

の締結

資金の借入

資金の返済

支払利息(注2)

240,000

170,000

1,631

関係会社短

期借入金

未払利息

-

-

親会社
Zフィナンシャル

株式会社

東京都

千代田区
36,216

グループ会

社の経営管

理

（被所有）

直接

50.1

増資の引受
増資(注3)

増資(注4)

50,097

350,695
- -

その他の

関係会社

アセットマネジ

メントOne株式会

社

東京都

千代田区
2,000

金融商品取

引業

（被所有）

直接

49.9

増資の引受

出向の受入
増資(注4) 349,304 - -

その他の

関係会社

アストマックス

株式会社(注1)

東京都

品川区
2,013

総合エネル

ギー事業

（被所有）

直接

49.9

役員の兼務、

業務委託

増資の引受

極度貸付契約

の締結

業務委託料

　　　　(注5)
1,276 - -

資金の借入

資金の返済

支払利息(注2)

70,000

140,000

361

関係会社短

期借入金

未払利息

-

-

増資(注3) 49,903 - -

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）アストマックス株式会社は、当社株式を2022年8月1日に売却したことにより、関連当事者に該当しないことと

なっております。このため、取引金額には関連当事者であった期間の金額、議決権の所有(被所有)割合及び期末

残高には関連当事者に該当しなくなった時点の数値及び金額を記載しております。

（注2）借入金の金利は、市場金利を勘案して決定しております。

（注3）当社の行った株主割当増資を1株当たり17,609円で引き受けたものであります。

（注4）当社の行った株主割当増資を1株当たり16,959円で引き受けたものであります。

（注5）業務委託料については、委託業務の内容を勘案し、両社協議の上決定しております。
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当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

種類
会社等の

名称
所在地

資本金

（百万円）

事業の内

容

議決権等の所有

（被所有）割合

（％）

関連当事者と

の関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

親会社
Zフィナンシャル

株式会社

東京都

千代田区
36,604

グループ

会社の経

営管理

（被所有）

直接

76.6

増資の引受

極度貸付契約

の締結

増資(注1) 264,999 - -

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）当社の行った株主割当増資を1株当たり1,982円で引き受けたものであります。

 
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

 

(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

会社等

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

種類
会社等の

名称
所在地

資本金

（百万円）
事業の内容

議決権等の所

有（被所有）

割合（％）

関連当事者との

関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

財務諸表作成会

社と同一の親会

社をもつ会社

株式会社

Magne-Max

Capital

Management

(注1)

大阪府

大阪市
95 投資助言業 -

役員の兼務、

投資顧問契約の

締結

投資顧問料

　　(注2)
32,205 未払費用 -

その他の関係会

社の子会社

アストマック

ス・ファン

ド・マネジメ

ント株式会社

(注3)

東京都品

川区
0.2

アセットマ

ネジメント

事業

-

投資顧問契約、

私募の取扱契約

の締結

投資顧問料

私募取扱手

数料

　　(注4)

12,283

670
前受金 17,870

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）当社は、2023年2月1日付で株式会社Magne-Max Capital Managementより同社が当社を顧客として営む投資助言事

業全ての譲渡を受けました。そのため、取引金額は取引のあった期間（2022年４月から2023年2月）の取引金額

を、期末残高は譲渡実行月の残高（2023年2月）を記載しております。

（注2）投資顧問料については、投資顧問契約の内容を勘案し、両社協議の上決定しております。

（注3）アストマックス・ファンド・マネジメント株式会社の親会社であるアストマックス株式会社が当社株式を2022年8

月1日に売却したことにより、関連当事者に該当しないこととなっております。このため、取引金額には関連当事

者であった期間の金額、議決権の所有(被所有)割合及び期末残高には関連当事者に該当しなくなった時点の数値

及び金額を記載しております。

（注4）投資顧問料及び私募取扱手数料については、投資顧問契約及び私募の取扱契約の内容を勘案し、両社協議の上決

定しております。

 

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

該当事項はありません。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

ソフトバンクグループ株式会社（東京証券取引所に上場）

ソフトバンクグループジャパン株式会社（非上場）

ソフトバンク株式会社（東京証券取引所に上場）

 NAVER株式会社（韓国取引所に上場）

Aホールディングス株式会社（非上場）

LINEヤフー株式会社（東京証券取引所に上場）

Zフィナンシャル株式会社（非上場）

 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

  前事業年度 当事業年度

  （自 2022年４月１日 （自 2023年４月１日

  　　至 2023年３月31日） 　　至 2024年３月31日）

1株当たり純資産額 4,191円32銭 955円33銭

1株当たり当期純損失金額（△） △4,257円48銭 △2,830円43銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利

益金額
－ －

 

潜在株式調整後1株当たり当

期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

潜在株式調整後1株当たり当

期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

 
(注1)１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  前事業年度 当事業年度

  （2023年３月31日現在） （2024年３月31日現在）

純資産の部の合計額 494,928千円 240,539千円

普通株式に係る期末の純資産額 494,928千円 240,539千円

普通株式の発行済株式数 118,084株 251,787株

1株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式の数
118,084株 251,787株

 
(注2)１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  前事業年度 当事業年度

  （自 2022年４月１日 （自 2023年４月１日

   　 至 2023年３月31日）  　 至 2024年３月31日）

当期純損失金額（△） △438,166千円 △518,277千円

普通株式に係る当期純損失金額

（△）
△438,166千円 △518,277千円

普通株式の期中平均株式数 102,917株 183,109株

 

 

（重要な後発事象）

（重要な新株の発行）

１．当社は、2024年５月21日開催の臨時取締役会及び2024年５月28日開催の臨時株主総会において、

既存株主を割当先とする新株式の発行を行うことについて決議し、2024年５月31日付で払込を完

了いたしました。

 

２．増資の概要

（１）払込期日 2024年5月31日

（２）発行新株式数 Ａ種種類株式209,424株

（３）発行価額 1株につき　955円

（４）資本組入額 1株につき　477.5円

（５）発行価額の総額 199,999千円

（６）割当先 Zフィナンシャル株式会社（209,424株）

（７）資金使途 財務体質の強化

 

（資本金の額の減少）

当社は、2024年6月12日開催の取締役会において、2024年６月28日開催の定時株主総会に資本金の

額の減少について付議することを決議いたしました。

 

１．資本金の額の減少の目的

当社は、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性と機動性を確保することを

目的として、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものです。
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２．資本金の額の減少の内容

払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の一部を減少させ、そ

の他資本剰余金に振り替えるものであります。

減少する資本金の額　　　　　　　:100,000千円

増加するその他資本剰余金の額　　:100,000千円

減少後の資本金の額　　　　　　　: 95,000千円

 

３．資本金の額の減少の日程

（１）取締役会決議日 2024年6月12日

（２）株主総会決議日 2024年6月28日(予定)

（３）債権者異議申述公告日 2024年6月26日(予定)

（４）債権者異議申述最終期日 2024年7月26日(予定)

（５）効力発生日 2024年8月1日(予定)
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独立監査人の中間監査報告書

 

2024年12月25日

 

PayPayアセットマネジメント株式会社
 

取 締 役 会 　 御 中

 

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

東 京 事 務 所
 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 百 瀬 和 政

 

否定的意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

の経理状況」に掲げられているPayPayアセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31

日までの第23期事業年度の中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）に係る中間財務諸

表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ

の他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、「否定的意見の根拠」に記載した事項の中間財務諸表に及ぼ

す重要性に鑑み、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

PayPayアセットマネジメント株式会社の2024年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示していない

ものと認める。

 

否定的意見の根拠

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、2024年10月11日開催の取締役会にお

いて、2025年9月末を目途とした事業の終了予定を決定しており、継続企業の前提が成立していない。

このような状況にもかかわらず上記の中間財務諸表は、継続企業を前提として作成されている。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、否定的意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び

運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表

示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監

査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判

断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中

間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に

よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸

表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な

不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場

合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性

に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明

することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて

いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう

かを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

※１．上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

当社が別途保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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中間財務諸表

（中間貸借対照表）

 
第23期中間会計期間末

（2024年９月30日現在）
科目 金　額

（資産の部） 千円 千円
Ⅰ　流　動　資　産    
1 現金・預金   99,902
2 前払費用   25,774
3 未収委託者報酬   142,449
4 未収運用受託報酬   14,477
5 未収収益   1,320
6 未収還付消費税等   2,322
7 未収還付法人税等   596
8 その他   4,445
  　　流　動　資　産　合　計   291,288
       

Ⅱ　固　定　資　産    
1 投資その他の資産   57,508

  （1）投資有価証券 10,480  
  （2）出資金 173  
  （3）長期差入保証金 46,855  
       

  　　固　定　資　産　合　計   57,508
資　産　合　計   348,796

（負債の部）    
Ⅰ　流　動　負　債    
1 預り金   7,481
2 未払金   87,394

  （1）未払手数料 67,377  
  （2）その他未払金 20,016  

3 関係会社未払金   8,126
4 未払費用   20,868
5 未払法人税等   1,145
6 賞与引当金   13,772
  　　流　動　負　債　合　計   138,738
       

Ⅱ 固　定　負　債    
1 資産除去債務   23,755
2 繰延税金負債   521
3 その他   357
  　　固　定　負　債　合　計   24,633

負　債　合　計   163,372
（純資産の部）    
Ⅰ　株　主　資　本    
1 資本金   95,000
2 資本剰余金    
  （1）資本準備金 878,212  
  （2）その他資本剰余金 697,136  
  　　資 本 剰 余 金 合 計   1,575,348
       
3 利益剰余金    
  （1）その他利益剰余金    
  　　　繰越利益剰余金 △1,485,870  
  　　利益剰余金合計   △1,485,870
  　　株　主　資　本　合　計   184,478
       

Ⅱ　評価・換算差額等    
1 その他有価証券評価差額金   946
  　　評価・換算差額等合計   946

純　資　産　合　計   185,424
負　債　・　純　資　産　合　計   348,796
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（中間損益計算書）

 
 

第23期中間会計期間
(自2024年４月１日

 　至2024年９月30日）
科目 金　額

    千円 千円
Ⅰ　営業収益    
1 委託者報酬   327,940
2 運用受託報酬   16,985
3 その他営業収益   2,400
  営業収益計   347,326
       
Ⅱ　営業費用    
1 支払手数料   123,459
2 広告宣伝費   1,378
3 調査費   94,687
  （1）調査費 40,696  

（2）委託調査費 53,991  
4 委託計算費   47,852
5 振替投信費   1,399
6 営業雑経費   12,586
  （1）通信費 4,650  

（2）印刷費 3,251  
  （3）諸会費 1,706  
  （4）その他 2,977  
  営業費用計   281,363
       
Ⅲ　一般管理費    
1 給料   210,759
  （1）役員報酬 18,906  
  （2）給料・手当 145,346  

（3）賞与引当金繰入額 13,989  
（4）賞与 3,681  
（5）その他報酬給料 28,836  

2 事務委託費   42,551
3 交際費   95
4 旅費交通費   4,378
5 租税公課   1,674
6 不動産賃借料   22,420
7 退職給付費用   2,362
8 福利厚生費   23,532
9 諸経費   13,402
  一般管理費計   321,179

営業損失   255,217
Ⅳ　営業外収益    
1 受取配当金   192
2 投資有価証券償還益   3,195
3 為替差益   16
4 その他   59
  営業外収益計   3,464
Ⅴ　営業外費用    
1　投資有価証券評価損   76
2　事務過誤損失   66
  営業外費用計   142

経常損失   251,895
税引前中間純損失   251,895

法人税、住民税及び事業税   1,145
法人税等調整額   -

中間純損失   253,040
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（中間株主資本等変動計算書）

第23期中間会計期間（自2024年４月１日　至2024年９月30日）

  （単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本

剰余金

資 本 剰 余

金合計

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高 95,000 778,212 597,136 1,375,348 △1,232,830 △1,232,830

当中間期変動額            

新株の発行 100,000 99,999   99,999    

  減資 △100,000   100,000 100,000    

中間純損失（△）         △253,040 △253,040

株主資本以外の項

目の当中間期変動

額(純額)

           

当中間期変動額合計 - 99,999 100,000 199,999 △253,040 △253,040

当中間期末残高 95,000 878,212 697,136 1,575,348 △1,485,870 △1,485,870

 

株主資本 評価・換算差額等 純資産合計

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

評価・換

算差額等

合計

当期首残高 237,518 3,020 3,020 240,539

当中間期変動額        

新株の発行 199,999     199,999

  減資        

中間純損失（△） △253,040     △253,040

株主資本以外の項

目の当中間期変動

額(純額)

  △2,074 △2,074 △2,074

当中間期変動額合計 △53,040 △2,074 △2,074 △55,114

当中間期末残高 184,478 946 946 185,424
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注記事項

（継続企業の前提に関する事項）

当社は、2024年10月11日開催の取締役会において、2025年9月末を目途とした事業の終了予定を決

議しました。なお、当社は、当中間会計期間末（2024年9月30日）時点においても、2024年12月25日

時点においても、会社の清算を決定しておりませんが、事業の終了予定を決定したことから、継続企

業であることを前提として中間財務諸表を作成することは適切でないと認識しております。しかし、

我が国には継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切ではない場合の代替的な会計基

準が整備されていないことから、継続企業を前提として中間財務諸表を作成しております。

 

（重要な会計方針）

1　有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券

  市場価格のない株式等以外のもの

 
　中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2　引当金の計上基準 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額

のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

3　収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ

る主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点

（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1）投資信託委託業務

投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財

産の運用指図等を行っております。

当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足され

るため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収

益を認識しております。

(2）投資運用業務

投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産

を一任して運用指図等を行っております。

当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足され

るため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収

益を認識しています。

 

（中間貸借対照表関係）

    該当事項はありません。

 

（中間損益計算書関係）

　　該当事項はありません。

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

第23期中間会計期間（自2024年４月１日　至2024年９月30日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 251,787 － － 251,787

Ａ種種類株式 － 209,424 － 209,424

※１．当社は、2024年５月21日開催の臨時取締役会及び2024年５月28日開催の臨時株主総会に

おいて、既存株主を割当先とする新株式の発行を行うことについて決議し、2024年５月31日付

で払込を完了いたしました。
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※２. 増資の概要

（１）払込期日 2024年5月31日
（２）発行新株式数 Ａ種種類株式209,424株
（３）発行価額 1株につき　955円
（４）資本組入額 1株につき　477.5円
（５）発行価額の総
額

199,999千円

（６）割当先 Zフィナンシャル株式会社（209,424株）
（７）資金使途 財務体質の強化

 

２．配当に関する事項

(1)配当金支払額

該当事項はありません。

 

 

（金融商品関係）

第23期中間会計期間末（2024年９月30日現在）

１．金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市

場価格のない株式等（注）は、次表に含めておりません。また、短期間で決済されるため時価が

簿価に近似する金融商品は、記載を省略しております。

  中間貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

（1）投資有価証券 10,446 10,446 -

（2）長期差入保証金 46,855 42,862 △3,992

 
（注）市場価格のない株式等は次のとおりであり、上表には含めておりません。

区分 中間貸借対照表計上額（千円）

投資有価証券（匿名組合出資金） 33

出資金 173

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ

れる当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算

定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。

 

(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

第23期中間会計期間末（2024年９月30日現在）

  （単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル2 レベル3 合計

投資有価証券 - 10,446 - 10,446

資産計 - 10,446 - 10,446

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　資産

投資有価証券

市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市

場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を

時価とし、レベル２の時価に分類しております。

 

(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

第23期中間会計期間末（2024年９月30日現在）

  （単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル2 レベル3 合計

長期差入保証金 - 42,862 - 42,862

資産計 - 42,862 - 42,862

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　資産

長期差入保証金

返還時期を見積ったうえ、将来キャッシュフローを国債の利回りで割り引いた現在価

値により算出した価格を時価としており、レベル２の時価に分類しております。

 

 

（有価証券関係）

第23期中間会計期間末（2024年９月30日現在）

１．その他有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額

中間貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの(注)

8,545 7,000 1,545

小計 8,545 7,000 1,545

中間貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの(注)

1,901 2,000 △98

小計 1,901 2,000 △98
合計 10,446 9,000 1,446

（注）1.投資信託受益証券であります。

2.市場価格のない株式等（匿名組合出資金（中間貸借対照表計上額33千円）及び出資金（中間貸借対照表

計上額173千円））は、上表には含めておりません。
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（デリバティブ取引関係）

第23期中間会計期間（自2024年４月１日　至2024年９月30日）

当社は、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

 

 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

不動産賃借契約に基づく本社オフィスの退去時における原状回復費

 

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を主として取得から退去日までと見積り、使用見込期間に対応した割引率とし

て国債の利回りを使用して資産除去債務金額を計算しております。

 

３．当該資産除去債務の総額の増減

  第23期中間会計期間

 
（自2024年４月１日

至2024年９月30日）

期首残高 23,743千円

時の経過による調整額 11千円

中間期末残高 23,755千円

 

 

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

第23期中間会計期間（自2024年４月１日　至2024年９月30日）

  第23期中間会計期間

 
（自2024年４月１日

至2024年９月30日）

投資信託委託業務 327,940千円

投資運用業務 16,985千円

その他 2,400千円

顧客との契約から生じる営業収益 347,326千円

 

 

（セグメント情報等）

（セグメント情報）

第23期中間会計期間（自2024年４月１日　至2024年９月30日）

当社は、アセット・マネジメント事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（関連情報）

第23期中間会計期間（自2024年４月１日　至2024年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

当社の製品・サービス区分は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製

品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1)営業収益

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
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(2)有形固定資産

当社は、有形固定資産を計上していないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

委託者報酬については、一部営業収益の10％以上を占める投資信託があるものの、報酬を最

終的に負担する受益者は制度上把握していないため、記載を省略しております。

運用受託報酬・その他営業収益については、営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が

ないため、記載を省略しております。

 

 

（1株当たり情報）
第23期中間会計期間
（自2024年４月１日

　　至2024年９月30日）

1株当たり純資産額 736円43銭
1株当たり中間純損失金額（△） △1,004円98銭
潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 －

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益につ
いては、1株当たり中間純損失であり、また、潜
在株式は存在しないため記載しておりません。

 

（注１）１株当たり純資産の算定上の基礎は以下のとおりであります。

第23期中間会計期間末
（2024年９月30日現在）

純資産の部の合計額 185,424千円

純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額 185,424千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計
期間末の普通株式の数

251,787株

 

（注２）１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
第23期中間会計期間
（自2024年４月１日

　　至2024年９月30日）
中間純損失金額（△） △253,040千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純損失金額（△） △253,040千円
普通株式の期中平均株式数 251,787株

 

 

（重要な後発事象）

（重要な新株の発行）

１．当社は、2024年10月２日開催の臨時取締役会及び2024年10月８日開催の臨時株主総会において、

既存株主を割当先とする新株式の発行を行うことについて決議し、2024年10月10日付で払込を完

了いたしました。

 

２．増資の概要

（１）払込期日 2024年10月10日

（２）発行新株式数 A種種類株式282,258株

（３）発行価額 1株につき　496円

（４）資本組入額 1株につき　248円

（５）発行価額の総額 139,999千円

（６）割当先 Zフィナンシャル株式会社（282,258株）

（７）資金使途 財務体質の強化
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３．当社は、2024年12月13日開催の臨時取締役会、2024年12月19日開催の臨時株主総会、普通種類株

主総会及びＡ種種類株主総会の決議において、既存株主を割当先とする新株式の発行を行うこと

について決議し、2024年12月25日付で払込を行う予定です。

 

４．増資の概要

（１）払込期日 2024年12月25日

（２）発行新株式数 普通株式133,167株

A種種類株式2,115,967株

（３）発行価額 1株につき　289円

（４）資本組入額 1株につき　114円

（５）発行価額の総額 649,999千円

（６）割当先 アセットマネジメントOne株式会社（2,249,134株）

（７）資金使途 財務体質の強化

 

（資本金の額の減少）

当社は、2024年10月21日開催の取締役会において、資本金の額の減少を行うことを決議し、2024年

11月８日、会社法第319条第1項に基づく書面決議による臨時株主総会の承認を受けております。

 

１．資本金の額の減少の目的

当社は、事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて、財務体質の改善をはかることを目的とし

て、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものです。

 

２．資本金の額の減少の内容

払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の一部を減少させ、そ

の他資本剰余金に振り替えるものであります。

減少する資本金の額　　　　　　　: 70,000千円

増加するその他資本剰余金の額　　: 70,000千円

 

減少後の資本金の額　　　　　　　: 95,000千円

 

３．資本金の額の減少の日程

（１）取締役会決議日 2024年10月21日

（２）株主総会決議日 2024年11月8日

（３）債権者異議申述公告日 2024年10月31日

（４）債権者異議申述最終期日 2024年12月2日

（５）効力発生日 2024年12月4日
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４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ

る行為が禁止されています。

(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なう

こと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる

おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠

け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして

内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親

法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者

と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同

じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融

商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい

ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。

(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方

針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行

なうこと。

(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投

資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの

あるものとして内閣府令で定める行為。

 

５【その他】

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

①委託会社は、2024年６月12日開催の臨時取締役会並びに2024年６月28日開催の定時株主総会決

議に基づき、2024年８月１日を効力発生日として減資を行ないました。当該減資の結果、資本

金は95百万円となりました。資本金の額の減少額全額は、その他資本剰余金に計上いたしまし

た。

②委託会社は、2024年10月２日開催の臨時取締役会並びに2024年10月８日開催の臨時株主総会及

びＡ種種類株主総会決議に基づき、第三者割当増資を実施し、2024年10月10日に払込が完了い

たしました。当該第三者割当増資の結果、資本金は165,000千円、資本準備金は948,212千円と

なりました。

 

(2) 訴訟事件その他の重要事項

該当事項はありません。
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追加型証券投資信託 
 

PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 
 

信託約款 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PayPayアセットマネジメント株式会社



 

運用の基本方針 

 

約款第19条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針  

この投資信託は、CRSP USトータル・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）に

概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

主として、投資信託証券（金融商品取引法第２条第１項第10号に規定する投資信託及び外

国投資信託の受益証券並びに同項第11号に規定する投資証券及び外国投資証券をいい、こ

の投資信託においては、上場投資信託証券とします。）に投資を行ないます。 

（２）投資態度 

①米国の企業の株式を主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国

の企業の株式に投資を行ない、CRSP USトータル・マーケット・インデックス（配当込

み、円ベース）に概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないます。なお、投資信託

証券への投資に代えて、株価指数先物取引を利用する場合があります。 

②運用実績等を勘案した上で投資信託証券の選定等を行ないます。 

③米国の企業の株式を主要投資対象とする投資信託証券の投資割合は、原則として高位を

保ちます。 

④外貨建資産（投資信託証券を通じて実質的に組入れる外貨建資産を含みます。）につい

ては、原則として為替ヘッジを行ないません。 

⑤市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

（３）投資制限 

①株式への投資割合には、制限を設けません。 

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総

額の５％以下とします。 

③一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債

券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総

額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比

率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比

率以内となるよう調整を行なうこととします。 

④デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方

法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。 

⑤外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑥デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、投資の対象と

する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金

利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 

 

３．収益分配方針 

①毎決算期に収益の分配を行なう方針です。ただし、基準価額の水準や市場動向等を勘案



 

して収益の分配を行なわない場合もあります。 

②分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。 

③信託財産に留保した収益の運用については、特に制限を設けず、「基本方針」および

「運用方法」に基づき元本と同一の運用を行ないます。 



 

追加型証券投資信託 

PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 

信託約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託） 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、PayPayアセットマネジメント株式会社を委託者と

し、みずほ信託銀行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下、「信託法」といいます。）の

適用を受けます。 

③ 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一

部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託

業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の

兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する

利害関係人をいいます。以下、本条、第18条第１項、同条第２項および第30条において

同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じ

ることがない場合に行なうものとします。 

（信託の目的および金額） 

第２条 委託者は、金500万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを

引き受けます。 

（信託金の限度額） 

第３条 委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加することができ

ます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、第１項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第４条 この信託の期間は、信託契約の日から第48条第１項、第49条第１項、第50条第１項も

しくは第52条第２項の規定による解約の日までとします。 

（受益権の取得申込の勧誘の種類） 

第５条 この信託に係る受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲

げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募によ

り行なわれます。 

（受益権の取得申込の勧誘の取扱者） 

第６条 委託者は、その指定する販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に

規定する第一種金融商品取引業を行なう者および金融商品取引法第２条第11項に規定す

る登録金融機関をいいます。）（以下、総称して「指定販売会社」といいます。）に、

第８条の規定により分割される受益権の取得申込みの勧誘を取扱わせます。 

（当初の受益者） 

第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得

申込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取

得申込者に帰属します。 

（受益権の分割および再分割） 

第８条 委託者は、第２条の規定による受益権については500万口を、追加信託によって生じ



 

た受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等

に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下、「社振

法」といいます。）に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できる

ものとします。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第９条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受

益権の口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を

除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して

得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下、「純資産総額」といいま

す。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 

③ 前項の場合において、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下、「外貨建有価証

券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下、同じ。）の円換算について

は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、

第29条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物

売買相場の仲値によるものとします。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありませ

ん。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第11条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者

があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法

第２条に規定する「振替機関」をいい、以下、「振替機関」といいます。）および当該

振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振

替機関を含め、以下、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録さ

れることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

る受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指

定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振

替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受

益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情

等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変

更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の

請求を行なわないものとします。 

③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿

への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なう

ものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規

定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託に

より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関



 

へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 

（受益権の申込単位および価額） 

第13条 指定販売会社は、第８条第１項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、

最低単位を１円単位または１口単位として指定販売会社が定める単位をもって取得の申

込に応じることができます。ただし、指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款

に従い自動けいぞく投資契約を結んだ取得申込者に限り、１口の整数倍をもって取得の

申込に応じることができるものとします。なお、取得申込日が別に定める日と同日の場

合には、原則として受益権の取得申込の受付を行ないません。 

② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のた

めに開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものと

し、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。な

お、指定販売会社は、当該取得申込の代金（第３項の受益権の価額に当該取得申込の口

数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に

係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。 

③ 第１項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、指定販売会社が

別に定める手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下、「消費税

等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締

結日前の取得申込に係る受益権の価額は、１口につき１円に、指定販売会社が別に定め

る手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

④ 前項の規定にかかわらず、受益者が自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再

投資する場合の受益権の価額は、原則として、第38条に規定する各計算期間終了日の基

準価額とします。 

⑤ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16

項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外

国金融商品市場をいいます。以下、同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停

止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することがで

きます。 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする

受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするも

のとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する

受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振

替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座

を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該

他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座

に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 

③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設し

た振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない

事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 



 

第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、

委託者および受託者に対抗することができません。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項に掲げるも

のをいいます。以下、同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをい

い、第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。） 

ハ．約束手形(金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。以下、

同じ。) 

ニ．金銭債権 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

（有価証券および金融商品の指図範囲等） 

第17条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図

することができます。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下、

「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの

をいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１

項第６号で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定め

るものをいいます。） 

９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商

品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ペーパー 

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下、

同じ。）および新株予約権証券 

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質

を有するもの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定

めるものをいいます。） 

14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号

で定めるものをいいます。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをい



 

います。） 

16．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

17．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

18．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発

行信託の受益証券に限ります。） 

19．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券

発行信託の受益証券に表示されるべきもの 

21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第１

号の証券または証書の性質を有するものを以下、「株式」といい、第２号から第６号ま

での証券ならびに第14号の証券のうち投資法人債券および第12号ならびに第16号の証券

または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下、「公社債」

といい、第13号の証券および第14号の証券（投資法人債券を除きます。）を以下、「投

資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品

取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま

す。）により運用することを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を

除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対

応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融

商品により運用することを指図することができます。 

④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上

場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が

低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下、同

じ。）の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指

図をしません。 

（利害関係人等との取引等） 

第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資

信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図に

より、信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の

行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。）および

受託者の利害関係人、第30条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人ま

たは受託者における他の信託財産との間で、第16条、第17条第１項および同条第２項に

掲げる資産への投資等ならびに第21条、第23条から第25条まで、第27条、第29条、第33

条から第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。 



 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として

行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計

算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の

計算で行なう場合も同様とします。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に

反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係

人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子

法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、第16

条、第17条第１項および同条第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条、第23条か

ら第25条まで、第27条、第29条、第33条から第35条に掲げる取引その他これらに類する

行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資

等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。 

④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同

法第32条第３項の通知は行ないません。 

（運用の基本方針） 

第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その

指図を行ないます。 

（投資する株式等の範囲） 

第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金

融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ず

る市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主

割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券に

ついては、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新

株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについ

ては、委託者が投資することを指図することができるものとします。 

（信用取引の指図範囲） 

第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けるこ

との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しま

たは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額

の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当

する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

（信用リスク集中回避のための投資制限） 

第22条 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、

債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産

総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないこと

とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会

の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 

（先物取引等の運用指図・目的・範囲） 



 

第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取

引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを

いいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ

るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第

３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取

引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ

ション取引に含めるものとします（以下、同じ。）。 

② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取

引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先

物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。  

③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取

引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所

における金利に係るこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま

す。 

（スワップ取引の運用指図・目的・範囲） 

第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異な

った受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引

（以下、「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、第４条に定

める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約

が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた

ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。 

（金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲） 

第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替

先渡取引および直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。 

② 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引

の決済日が、原則として、第４条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、

当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をも

とに算出した価額で行なうものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行なうにあたり担

保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行

なうものとします。 

（デリバティブ取引等に係る投資制限） 

第26条 委託者は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係

る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施

行令第３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。なお、この投資信託にお

いては、約款第17条、第23条から第25条に定めがあるものに限ります。）については、

一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の



 

純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 

（有価証券の貸付けの指図および範囲） 

第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社

債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。 

１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有す

る株式の時価合計額の50％を超えないものとします。 

２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財

産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその

超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を

行なうものとします。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第28条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と 

認められる場合には、制約されることがあります。 

（外国為替予約取引の指図） 

第29条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた

め、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 

（信託業務の委託等） 

第30条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に

定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託

者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると

認められること 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の

管理を行なう体制が整備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる

基準に適合していることを確認するものとします。 

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適

当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとしま

す。 

１．信託財産の保存に係る業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために

必要な行為に係る業務 

４．受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

（混蔵寄託） 

第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第

一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に

類する者をいいます。以下、本条において同じ。）から、売買代金および償還金等につ



 

いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預

金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者

が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で

混蔵寄託できるものとします。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登

録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保

することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認め

るときは、すみやかに登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託

財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により

分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかに

する方法により分別して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、

その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

（有価証券売却等の指図） 

第33条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第34条 委託者は、前条の規定による有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の

清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資す

ることの指図ができます。 

（資金の借入れ） 

第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に

伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済

を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目

的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで

きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日

から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の

入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該

期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を

限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産

総額の10％を超えないこととします。 

③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から

その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

（損益の帰属） 

第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者

に帰属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場



 

合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利

子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りう

るものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつ

ど別にこれを定めます。 

（信託の計算期間） 

第38条 この信託の計算期間は、毎年４月16日から翌年４月15日までとします。ただし、第１

計算期間は信託契約締結日から2024年４月15日までとします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下、

「該当日」といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日

とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の

終了日は、第４条に定める信託期間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告等） 

第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、こ

れを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、

これを委託者に提出します。 

③ 受託者は、前２項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に

定める報告は行なわないこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成

に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者

の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写

の請求をすることはできないものとします。 

（信託事務等の諸費用） 

第40条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、当該費用に係る消費税等に

相当する金額ならびに受託者の立替えた立替金の利息（以下、次項に定める諸費用と合

わせて、「諸経費」と総称します。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま

す。 

② 前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用（消費税等に相当する額を含みます。）は、

受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。 

１．有価証券届出書、変更届出書、目論見書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告

書の作成、印刷および提出に係る費用 

２．信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提

出費用も含みます。) 

３．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の

提出費用も含みます。) 

４．この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信

託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 

５．信託財産に係る監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁

を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を



 

受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場

合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことがで

きます。 

④ 前項に基づいて、実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸

費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的

な見積率により計算した金額を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けること

もできます。この場合、委託者は、かかる見積率に上限を付することとし、その上限の

範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができるものとします。 

⑤ 前項の場合において、第２項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総

額に見積率を乗じて得た額とし、第38条に規定する計算期間を通じて毎日計上され、第

41条第２項に規定する信託報酬の支弁と同一の時期に信託財産中から支弁するものとし

ます。 

（信託報酬等の額および支弁の方法） 

第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、

信託財産の純資産総額に年10,000分の4.6の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者と

の間の配分は別に定めます。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日（６ヶ月終了日が休業日の場合

は、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支

弁します。 

③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産

中から支弁します。 

（収益の分配方式） 

第42条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息

を控除した額（以下、「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当

該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配す

ることができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積

み立てることができます。 

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下、「売買益」といいます。）は、諸

経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠

損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配すること

ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる

ことができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第43条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期

間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収

益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者

を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取

得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい

ては原則として取得申込者とします。）に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する



 

受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則

として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この

場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得

の申込に応じるものとします。当該取得申込により増加した受益権は、第11条第３項の

規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいま

す。以下、同じ。）は、信託終了日後１カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了

日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以

前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了

日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載また

は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託

の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行

なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記

載または記録が行なわれます。 

④ 一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、５営業日目から受益

者に支払います。 

⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支

払いは、指定販売会社の営業所等において行なうものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者ごと

の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 

第44条 受託者は、収益分配金については前条第１項および第２項に規定する支払開始日まで

に、償還金については前条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については

前条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払

い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金およ

び一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第45条 受益者が、収益分配金については第43条第１項に規定する支払開始日から５年間その

支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については第43条第３項に規定

する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者か

ら交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

（信託契約の一部解約） 

第46条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を１口単位として指定販売会社が

定める単位をもって、委託者に一部解約請求をすることができます。ただし、解約請求

申込日が別に定める日と同日の場合には、原則として受益権の一部解約の実行の請求の

受付を行ないません。 

② 委託者は、前項の一部解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま

す。なお、前項の一部解約請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関

等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き

換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社



 

振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行

なわれます。 

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

④ 受益者が第１項の一部解約請求をするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をも

って行なうものとします。 

⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを

得ない事情があるときは、第１項による一部解約請求の受付を中止することができます。 

⑥ 前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に

行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解

約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除し

た後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付けたものとして、第３項の規定に

準じて算出した価額とします。 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第47条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配

金の支払い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、こ

の約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。 

（信託契約の解約） 

第48条 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合もし

くはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを

得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終

了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとす

る旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下、「書面決議」といいま

す。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約

の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る

知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し

ます。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受

益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下、本項に

おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま

す。なお、この信託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知

れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に

あたる多数をもって行ないます。 

⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合にお

いて、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に

より同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真

にやむを得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までの手続を行なうこ

とが困難な場合も同じとします。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第49条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、

信託契約を解約し信託を終了させます。 



 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第53

条の規定に従います。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第50条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した

ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資

信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53条の書面決議で否決さ

れた場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第51条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約

に関する事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、

この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその

任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委

託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任

した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53条の規定に従い、新

受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任

することはできないものとします。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終

了させます。 

（信託約款の変更等） 

第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した

ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託

との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型

投資信託の併合」をいいます。以下、同じ。）を行なうことができるものとし、あらか

じめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、

この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあってはその内容が重大なものに該当する

場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに

該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）につ

いて、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに

重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週

間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項

を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受

益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下、本項に

おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま

す。なお、この信託約款に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知

れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に



 

あたる多数をもって行ないます。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした

場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁

的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合

にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議

が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。 

（反対受益者の受益権買取請求の不適用） 

第54条 この信託は、受益者が第46条の規定による一部解約の請求を行なったときは、委託者

が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が

当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当する

ため、第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等

を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対

受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第55条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行

なうことはできません。 

   １．他の受益者の氏名または名称および住所 

   ２．他の受益者が有する受益権の内容 

（運用報告書に記載すべき事項の提供） 

第 56 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第１項に定める運用報告書の

交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供すること

ができます。この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。 

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場

合には、これを交付するものとします。 

（公告） 

第57条 委託者が行なう公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。 

公告アドレス https://www.paypay-am.co.jp/notification/ 

② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ

た場合の公告は、官報に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定

めます。 

 

（付則） 

第１条 この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込

者と指定販売会社が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関

係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資約款」は当該別

の名称に読み替えるものとします。 

第２条 第43条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるもの

とし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信



 

託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、

同条同項に規定する「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益

者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、

収益分配のつど調整されるものとします。 

第３条 第25条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の

日（以下、「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以

下、「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率と

して公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下、「指標利

率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該

指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定

した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決

済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

② 第25条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満

期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び

当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引

をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国

為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。以下こ

の項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当

該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた

金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い

た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引

の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあ

らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引

を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日

までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値

に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

③ 第25条に規定する「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本と

して定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日にお

ける直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似

する取引をいいます。 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

信託契約締結日 2023年３月22日 

 

委託者 東京都千代田区神田錦町一丁目１番地 

PayPayアセットマネジメント株式会社 

代表取締役  明丸 大悟 

 

受託者 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 

みずほ信託銀行株式会社 

取締役社長  梅田 圭 



 

 

１．別に定める日 

約款第 13 条第１項および第 46 条第１項の「別に定める日」は次のものをいいます。 

ニューヨークの銀行の休業日 

ニューヨーク証券取引所の休業日 
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